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第１章  総     則 

 

第1節  計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び原子力災害対策特別措置法（平

成１１年法律第１５６号、以下「原災法」という。）に基づき、原子力事業者の原子炉の運転等（原

子炉の運転、事業所外運搬（以下「運搬」という。））により放射性物質又は放射線が異常な水準

で事業所外（運搬の場合は輸送容器外）へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防

止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について、青森県（以下「県」という。）、むつ

市（以下「市」という。）、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機

関がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行によって、市民の

生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的とする。 

 

第2節  計画の性格 

１．市の地域に係る原子力災害対策の基本となる計画 

この計画は、市の地域に係る原子力災害対策の基本となるもので、国の防災基本計画及び県の地

域防災計画（原子力編）に基づいて作成したものであり、指定行政機関、指定地方行政機関、指定

公共機関及び指定地方公共機関の防災業務計画と抵触することがないように作成するものである。 

市等関係機関は、想定される全ての事態に対して対応できるよう対策を講じることとし、たとえ

不測の事態が発生した場合であっても対処し得るよう柔軟な体制を整備するものとする。 

 

２．むつ市地域防災計画（風水害編・地震編）との整合性 

この計画は、「むつ市地域防災計画」の「原子力編」として定めるものであり、本計画編に特別の

定めのない事項については、「むつ市地域防災計画（風水害編）」及び「むつ市地域防災計画（地震

編）」によるものとする。 

 

３．青森県地域防災計画との関係 

むつ市地域防災計画（原子力編）の作成又は修正に当たっては、青森県地域防災計画（原子力

編）を基本とするものとし、具体的な計画を定めておくものとする。 
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４．計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、毎年検討を加え、防災基本計画又は市の

体制、組織等の見直し等により必要があると認める場合にはこれを修正するものとする。 

 

第3節  計画の周知徹底 

この計画は、県、関係行政機関、関係公共機関その他防災関係機関に対し周知徹底を図るととも

に、特に必要と認められるものについては市民への周知を図るものとする。また、各関係機関にお

いては、この計画の習熟に努めるとともに、必要に応じて細部の活動計画等を作成し、万全を期す

ものとする。 

 

第4節  計画の作成又は修正に際し尊重すべき指針 

この計画の作成又は修正に際しては、原子力安全委員会の「原子力施設等の防災対策について」

（以下「防災指針」という。）を十分に尊重するものとする。 

 

第5節  防災対策を実施すべき地域の範囲 

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整備、避難計画等の策定等防災対策を重点

的に充実すべき地域の範囲については、防災指針において提案されている「防災対策を重点的に充

実すべき地域の範囲（ＥＰＺ）のめやす」を基準とし、各原子力施設ごとに行政区画、地勢等地域

に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、ある程度の増減を考慮しながら、具体的な地域を定

めるものとされている。 

この考え方をふまえ、市の原子力防災対策を実施すべき対象地域は、市の全域とする。 

なお、この中で特に被ばくの低減のための防護措置（屋内退避、避難等）を講ずべき地域は、下

表のとおりとする。 

 

◎特に被ばくの低減のための防護措置（屋内退避、避難等）を講ずべき地域 

施 設 区 分 施  設  名 地   区   名 

東通原子力発電所 東北電力株式会社 
東通原子力発電所 

二又、石蕨平、奥内、浜奥内、近川、中野沢、

中野沢開拓 

（東通原子力発電所を中心とした概ね半径１０㎞内） 
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第6節  計画の基礎とすべき災害の想定 

第５節でいうところの原子力施設からの放射性物質及び放射線の放出形態は、以下のとおりであ

る。 

 

 原子力発電所 

原子力発電所においては、多重の物理的防護壁により施設からの直接の放射線はほとんど遮へ

いされ、また、固体状、液体状の放射性物質が広範囲に漏えいする可能性も低い。したがって、

周辺環境に異常に放出され広域に影響を与える可能性の高い放射性物質としては、気体状のクリ

プトン、キセノン等の希ガス及び揮発性の放射性物質であるヨウ素を主に考慮すべきである。ま

た、これらに付随して放射性物質がエアロゾルとして放出される可能性もあるが、その場合にも、

上記の放射性物質に対する対策を充実しておけば、所要の対応ができるものと考えられる。 

これらの放出された放射性物質は、放射性プルームとなって風下方向に移動するが、移動距離

が長くなるにしたがって、拡散により濃度は低くなる。 

 

第7節  防災関係機関の事務又は業務の大綱 

原子力防災に関し、県、市、消防機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、

公共的団体等の防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱はむつ市地域防災計画（風水害編）

及びむつ市地域防災計画（地震編）第１章第５節に定める「市及び防災関係機関等の処理すべき事

務又は業務の大綱」を基本に次のとおりとする。 
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 １ 市 
事 務 又 は 業 務 

1. 原子力事業者防災業務計画に関する協議等に関すること。 
2. 情報の収集・連絡体制の整備に関すること。 
3. 緊急時通信連絡網の整備・維持に関すること。 
4. 広域的な応援協力体制等に関すること。 
5. 環境放射線等モニタリングへの協力に関すること。 
6. 避難収容活動体制の整備に関すること。 
7. 専門家の移送体制への協力に関すること。 
8. 緊急時の道路交通管理体制の整備に関すること。 
9. 防災活動用資機材の整備に関すること。 

10. 住民等への情報伝達体制の整備に関すること。 
11. 原子力防災に関する知識の普及と啓発に関すること。 
12. 防災業務関係者に対する研修に関すること。 
13. 防災訓練の実施に関すること。 
14. 放射性物質の除染に関する資料の収集・整備等に関すること。 
15. 警戒本部の設置、運営及び廃止に関すること。 
16. 災害対策本部の設置、運営及び廃止に関すること。 
17. 屋内退避、避難誘導等の防護活動に関すること。 
18. 避難所等において必要となる飲食物、生活必需品等の供給に関すること。 
19. 飲料水飲食物の摂取、農林水産物の採取・出荷の制限及び解除に関すること。 
20. 緊急輸送の調整に関すること。 
21. 緊急時医療活動への協力に関すること。 
22. 住民等からの問い合わせに対応する体制の整備に関すること。 
23. 風評被害の未然防止・影響低減のための広報活動に関すること。 
24. 災害に係る記録等の作成に関すること。 
25. 周辺地域の居住者等に対する心身の健康に関する相談体制の整備に関すること。 
26. 被災中小企業等に対する援助、助成措置の相談窓口の設置に関すること。 
27. 設備復旧資金、運転資金の貸付に関すること。 

 

２  市教育委員会  
事 務 又 は 業 務 

1. 学校に対する放射線等に係る知識の普及及び原子力防災に係る指導等に関すること。 
2. 児童生徒の安全対策に関すること。 
3. 退避等に係る公立学校施設の提供に関すること。 

 

３ 関係消防機関（下北地域広域行政事務組合） 
事 務 又 は 業 務 

1. 消防相互応援態勢の整備、緊急消防援助隊等の支援体制の整備に関すること。 
2. 道路機能の障害等の把握に関すること。 
3. 住民等に対する広報及び指示伝達に関すること。 
4. 消火活動に関すること。 
5. 救急搬送・退避誘導に関すること。 
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４ むつ警察署 
事 務 又 は 業 務 

1. 住民等に対する広報及び屋内退避、避難等の誘導に関すること。 
2. 立入制限措置及び交通規制に関すること。 
3. 治安の確保に関すること。 

 

５ 県 
事 務 又 は 業 務 

1. 原子力事業者防災業務計画に関する協議等に関すること。 
2. 原災法に基づく報告の徴収及び立入検査に関すること。 
3. 情報の収集・連絡体制の整備に関すること。 
4. 緊急時通信連絡網の整備・維持に関すること。 
5. 緊急消防援助隊の受入体制等の整備に関すること。 
6. 自衛隊への派遣要請に関すること。 
7. 緊急被ばく医療チームの受入体制の整備に関すること。 
8. 広域的な応援協力体制等に関すること。 
9. 環境放射線等モニタリングに関すること。 

10. 緊急時放射線影響予測（ＳＰＥＥＤＩ）ネットワークシステムに関すること。 
11. 専門家の派遣要請、移送体制に関すること。 
12. 市町村の屋内退避・避難誘導計画の作成の支援に関すること。 
13. 緊急時の道路交通管理体制の整備に関すること。 
14. 防災活動用資機材の整備に関すること。 
15. 医療用活動資機材及び緊急時被ばく医療活動体制等の整備に関すること。 
16. 住民等への情報伝達体制の整備に関すること。 
17. 原子力防災に関する知識の普及と啓発に関すること。 
18. 防災業務関係者に対する研修に関すること。 
19. 防災訓練の実施に関すること。 
20. 放射性物質の除染に関する資料の収集・整備等に関すること。 
21. 対策拠点施設の設営準備への協力に関すること。 
22. 警戒本部の設置、運営及び廃止に関すること。 
23. 災害対策本部の設置、運営及び廃止に関すること。 
24. 飲料水飲食物の摂取制限、農林水産物の採取・出荷制限及び解除の指示に関すること。 
25. 緊急輸送の調整に関すること。 
26. 緊急時医療活動に関すること。 
27. 住民等からの問い合わせに対応する体制の整備に関すること。 
28. 環境放射線等モニタリング結果の公表に関すること。 
29. 災害に係る記録等の作成に関すること。 
30. 風評被害の未然防止・影響低減のための広報活動に関すること。 
31. 周辺地域の居住者等に対する心身の健康に関する相談体制の整備に関すること。 
32. 被災中小企業等に対する援助、助成措置の相談窓口の設置に関すること。 
33. 設備復旧資金、運転資金の貸付に関すること。 
34. 生活必需品の物価の監視に関すること。 
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６ 指定地方行政機関                                                                    
機  関  名 事 務 又 は 業 務 

青森農政事務所 
下北森林管理署 

主要食糧等の供給対策に関すること。 
林産物の汚染対策の指導に関すること。 

東北運輸局青森運輸支局 陸上・海上輸送機関との連絡調整に関すること。 
東京航空局 
（三沢空港事務所） 

1. 原子力施設上空の飛行規制に関すること。 
2. 緊急時における飛行場使用の総合調整に関すること。 

第二管区海上保安本部 
（青森海上保安部） 

 
 

1. 治安の確保に関すること。 
2. 交通規制、円滑な輸送活動の確保に関すること。 
3. 船舶に対する緊急通報、交通制限に関すること。 
4. 海上におけるモニタリングの支援に関すること。 

青森地方気象台 
 
東北総合通信局 

気象情報の迅速な提供のためのシステムの維持・管理に関するこ

と。 
電気通信の確保及び非常通信の運用管理に関すること。 

むつ労働基準監督署 
東北地方整備局 
（青森河川国道事務所） 

労働者の被ばく管理の指導監督に関すること。 
緊急時の道路交通管理体制の整備に関すること。 

むつ公共職業安定所 労務供給に関すること。 

  

７ 自 衛 隊 

機  関  名 事 務 又 は 業 務 

陸上自衛隊第９師団 
海上自衛隊大湊地方総監部 
海上自衛隊第２航空群 
航空自衛隊北部航空方面隊 

 

1. 空からのモニタリング、海上におけるモニタリングの支援に関す
ること。 

2. 被害状況の把握、避難の援助、捜索救助、消防活動、応急医療・
救護、緊急輸送、危険物の保安及び除去等に関すること。 

3. 救助・救急、輸送支援に関すること。 

 

 ８ 指定公共機関                                                                         
機  関  名 事 務 又 は 業 務 

東日本電信電話株式会社（青森支店） 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

通信の確保に関すること。 
 通信の確保に関すること。 
 
通信の確保に関すること。 

日本赤十字社（青森県支部） 
 
日本放送協会（青森放送局） 

 

1. 原子力災害等における医療救護に関すること。 
2. 義援金品の募集及び配分に関すること。 
1. 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 
2. 災害情報及び各種指示等の伝達に関すること。 

むつ郵便局 
 
核燃料サイクル開発機構 
日本原子力研究所 
東日本旅客鉄道株式会社（大湊駅） 
日本貨物鉄道株式会社 
日本通運株式会社（むつ営業所） 

1. 郵政業務の確保及び災害特別事務取扱いに関すること。 
2. 地方公共団体に対する災害復旧資金の融資に関すること。 
原子力災害時における防護対策の協力に関すること。 
原子力災害時における防護対策の協力に関すること。 
避難者の輸送に対する協力に関すること。 
救助物資の輸送に対する協力に関すること。 
救助物資の輸送に対する協力に関すること。 
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９ 指定地方公共機関                                                                     
機  関  名 事 務 又 は 業 務 

社団法人青森県医師会 
輸送機関 
（下北交通株式会社、ＪＲバス東北株      
式会社大湊営業所、むつ市旅客自動車

事業協同組合、社団法人青森県トラッ

ク協会下北支部） 

原子力災害時における医療救護に関すること。 
避難者及び救助物資の輸送に対する協力に関すること。 

 

 

 

 

放送機関 
（青森放送株式会社、株式会社青森テ 

 レビ、青森朝日放送株式会社） 

１. 原子力防災に係る知識の普及に関すること。 
２. 災害情報及び各種指示等の伝達に関すること。 

  

１０ 財団法人原子力安全技術センター防災技術センター 
事 務 又 は 業 務 

1. モニタリングの支援に関すること。 
2. 原子力防災に係る調査研究に関すること。 
3. 原子力防災に係る研修に関すること。 
4. 原子力防災に係る知識の普及啓発・資料公開に関すること。 
5. 緊急時における緊急事態応急対策拠点施設への支援に関すること。 
6. 原子力防災活動への支援に関すること。 

 

１１ 財団法人環境科学技術研究所 
事 務 又 は 業 務 

1. モニタリングの支援に関すること。 
2. 緊急時における緊急事態応急対策拠点施設への支援に関すること。 
3. 原子力防災活動への支援に関すること。 

 

１２ 公共的団体等 

漁業協同組合（むつ市漁業協同組合、田名部漁業協同組合、関根浜漁業協同組合）、農業協同組合

（はまなす農業協同組合、田名部畜産農業協同組合、斗南丘酪農農業協同組合）等の公共的団体及

び緊急時医療関係医療機関等防災上重要な施設の管理者は、原子力災害時には、県、市等の防災関

係機関が実施する防災対策活動に対し積極的に協力するものとする。  



 
 

 －8－ 
 

１３ 原子力事業者（東北電力株式会社）                                                                   
事 務 又 は 業 務 

1. 原子力事業所等の安全確保に関すること。 
2. 情報の収集・連絡体制の整備充実に関すること。 
3. 法令に基づく通報のための放射線測定設備の維持管理に関すること。 
4. 防災関連情報の収集・蓄積に関すること。 
5. 非常用通信機器の整備・維持に関すること。 
6. 原子力防災組織の設置に関すること。 
7. 原子力防災管理者等の選任に関すること。 
8. 原子力事業者防災業務計画の作成に関すること。 
9. 原子力事業者間及び地方公共団体との連携体制の整備に関すること。 

10. 放射能影響予測及び原子力施設の状態予測等を行うための機能の整備に関すること。 
11. 防災資機材の整備に関すること。 
12. 環境放射線等モニタリングの実施及び県のモニタリングに対する協力に関すること。 
13. 放射線防護等に関する知識の普及・啓発に関すること。 
14. 防災訓練に関すること。 
15. 防災業務関係者に対する研修に関すること。 
16. 放射性物質の除染に関する資料の収集・整備等に関すること。 
17. 防災知識の普及・啓発に関すること。 
18. 原子力災害が発生した場合の原因の究明、再発防止対策に関すること。 
19. 事業所内における消火活動、被災者の救助及び搬送に関すること。 
20. 周辺住民等への情報提供に関すること。 
21. 災害復旧対策計画の作成及び実施に関すること。 
22. 被災者の損害賠償請求等への対応のための体制の整備に関すること。 

 



 

 

 

 

 

第２章  災 害 予 防 対 策 
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第２章  災害予防対策 

 

第1節  基本方針 

本章は、原災法及び災害対策基本法に基づき実施する予防体制の整備及び原子力災害発生時の事

前対策を中心に定めるものである。 

 

第2節  原子力事業者防災業務計画に関する意見及び防災要員の現況等の届出書の写しの

受理 

市は、原子力事業者が作成又は修正しようとする原子力事業者防災業務計画について、県から原

災法第７条第２項の規定に基づく意見を聴かれたときは、自らの地域防災計画と整合性を保つ等の

観点から、速やかに意見を文書で回答するものとする。 

また、法令に基づき、原子力事業者が、県及び所在市町村に届け出る原子力防災組織の原子力防

災要員の現況についての届け出、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任の届け

出、放射線測定設備及び原子力防災資機材の現況についての届け出に係る届出書の写しが、県から

送付された場合は、市はそれを受理するものとする。 

 

第3節  原子力防災専門官との連携 

市は、地域防災計画（原子力編）の作成、原子力事業所の防災体制に関する情報の収集及び連絡、

地域ごとの防災訓練の実施、緊急事態応急対策拠点施設（以下「対策拠点施設」という。）の防災拠

点としての活用、住民等に対する原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策など

の緊急時対応等について、平常時より原子力防災専門官と密接な連携を図るとともに、県が定期的

に開催する連絡会議に参加するものとする。 

 

第4節  情報の収集・連絡体制等の整備 

市は、国、県、原子力事業者、その他防災関係機関と原子力防災に関する情報の収集及び連絡を

円滑に行うため、次に掲げる事項について体制等を整備するものとする。 

 

１．情報の収集・連絡体制の整備 

（１）市と関係機関相互の連携体制 
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市は、原子力災害に対し万全を期すため、国、県、所在市町村、関係周辺市町村、原子力事業

者その他防災関係機関との間において情報の収集・連絡体制の一層の整備・充実を図るものとす

る。 

その際、夜間休日の場合等においても対応できる体制の整備を図るものとする。 

（２）機動的な情報収集体制 

市は、機動的な情報収集活動を行うため、国、県、所在市町村及び関係周辺市町村と協力し、

必要に応じヘリコプター、車両など多様な情報収集手段を活用できる体制の整備を図るものとす

る。 

（３）情報の収集・連絡に当たる要員の指定 

市は、迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み、発災現場の状況等について必要

に応じ情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど体制の整備を図るものとす

る。 

（４）非常通信協議会との連携 

市は、非常通信協議会と連携し、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用及

び応急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする。 

（５）移動通信系の活用体制 

市は、関係機関と連携し、移動系の防災行政用無線（陸上移動局、携帯局）、携帯電話、自動

車電話、漁業無線等の業務用移動通信、海上保安庁無線、警察無線、消防無線、アマチュア無線

等による移動通信系の活用体制の整備を図るものとする。 

 

２．情報の分析整理 

（１）人材の育成・確保及び専門家の活用体制 

市は、収集した情報を的確に分析整理するための人材の育成確保に努めるとともに、必要に応

じ専門家の意見を活用できるよう必要な体制の整備に努めるものとする。 

（２）原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促進 

市は、平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄積に努めるものとする。また、それらの情報

について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう国及び県とともに情報のデータベース化、

オンライン化、ネットワーク化についてその推進に努めるものとする。 
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（３）防災対策上必要とされる資料 

市は、県、所在市町村及び関係周辺市町村と協力して、応急対策の的確な実施に資するため、

以下のような社会環境に関する資料、放射性物質及び放射線の影響予測に必要となる資料、防護

資機材等に関する資料を適切に整備し、定期的に更新するとともに、防災担当部署及び対策拠点

施設に適切に備え付けるものとする。 

① 原子力事業所に関する資料 

ア  原子力事業者防災業務計画 

イ  原子力事業所の施設の配置図 

② 社会的環境に関する資料 

ア 人口に関する資料 

イ 道路及び陸上輸送に関する資料 

ウ 港湾及び海上輸送に関する資料 

エ ヘリポート及び航空輸送に関する資料 

オ 報道機関、広報施設等に関する資料 

カ 避難者収容施設に関する資料 

キ 緊急時医療施設等に関する資料 

ク 飲料水及び農林水産物に関する資料 

③ 自然的環境に関する資料 

ア 環境モニタリングに関する資料 

イ 気象・海象に関する資料 

④ 防護資機材等に関する資料 

ア 防護資機材の備蓄 

イ 避難用車両の緊急時における運用体制 

ウ 医療活動用資機材の備蓄・配備状況 

 

３．通信手段・経路の確保 

市は、原子力防災対策を円滑に実施するため、原子力施設からの状況報告や、関係機関相互の連

絡及び住民等への情報提供等が迅速かつ正確に行われるよう、以下のとおりあらかじめ緊急時通信

連絡網に伴う諸設備等の多様化を図るものとする。 
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① 市放送施設（同報無線放送施設）及び防災行政用無線（移動系）の活用 

市は、市放送施設について、適切な管理運用を行うとともに、原子力防災への活用に努めるも

のとする。 

② 県防災行政用無線の活用 

市は、県と連携し、県防災行政用無線について、適切な管理運用を行うとともに、原子力防災

への活用に努めるものとする。 

③ 多様な情報収集・伝達システムの整備 

市は、災害情報を迅速に収集するため、画像伝送システム（青森県総合防災情報システムのシ

ステム内容など）の活用に努めるものとする。 

④ 災害時優先電話等の活用 

市は、ＮＴＴ東日本等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活

用するよう努めるものとする。また、災害用に配備されている無線電話等の機器については、そ

の運用方法等について習熟しておくものとする。 

 

第5節  災害応急体制の整備 

市は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる災害応急体制に係る事項

について検討するとともに、あらかじめ必要な体制を整備するものとする。 

また、検討結果等については、第３章「災害応急対策」に反映させるものとする。 

 

１．警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

（１）警戒態勢をとるために必要な体制 

市は、特定事象（原災法第１０条第１項前段の規定により通報を行うべき事象）発生の通報を

受けた場合、速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡が行えるよう必要な体制を整備するも

のとする。また、事故対策のための警戒態勢をとるためのマニュアル等を作成するなど必要な体

制を整備するものとする。 

（２）対策拠点施設における立ち上げ体制 

市は、特定事象発生の通報を受けた場合、直ちに国、県及び所在市町村等と協力して、対策拠

点施設における立ち上げ準備を行えるよう、あらかじめ職員の派遣体制、必要な資機材等を整備

するものとする。 
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（３）現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設において開催する際、これに市の職員を迅速に派遣

するため、現地に配置された原子力防災専門官等と協議してあらかじめ派遣職員を指定するとと

もに、対策拠点施設への派遣手段等を定めておくものとする。 

 

２．災害対策本部体制等の整備 

市は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合に、市長を本部長とする災害対策本部

を迅速・的確に設置・運営するため、災害対策本部の設置場所、職務権限、本部の組織・所掌事務、

職員の参集配備体制、本部運営に必要な資機材の調達方法等についてあらかじめ定めておくものと

する。現地災害対策本部についても同様の準備をあらかじめ行うものとする。 

 

３．対策拠点施設における原子力災害合同対策協議会等の体制 

市は、原災法第１５条に基づく原子力緊急事態宣言発出後は、同法第２３条により、当該原子力

緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するた

め、国、県、所在市町村及び関係周辺市町村とともに原子力災害合同対策協議会を組織し、対策拠

点施設に設置するものとする。同協議会は、国の現地災害対策本部、県、所在市町村及び関係周辺

市町村のそれぞれの災害対策本部の代表者、指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から

権限を委任された者から構成され、原子力安全委員会、放射線医学総合研究所、日本原子力研究所

及び核燃料サイクル開発機構等の専門家が必要に応じ出席することとされている。このため、市は

原子力災害合同対策協議会に派遣する職員及びその派遣方法等について、地域の実情等を勘案し、

原子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。 

さらに、対策拠点施設において、原子力災害合同対策協議会のもとに施設の状況の把握、モニタ

リング情報の把握、医療関係情報の把握、屋内退避・住民避難の状況の把握等の機能別に分けた作

業グループを設け、国、県、所在市町村、関係周辺市町村及び原子力事業者等のそれぞれの職員を

配置することとされており、市はそれぞれの作業グループに配置する職員及びその役割、権限等に

ついて、あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。 

 

４．防災関係機関相互の連携体制 

市は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする国の安全規制担当省庁、県、所在市町村、関
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係周辺市町村、警察、消防、医療機関、指定公共機関、指定地方公共機関、原子力事業者、その

他の関係機関と原子力防災体制につき相互に情報交換し、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ

定め、防災対策に努めるものとする。 

 

５．消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊 

市は、消防の応援について近隣市町村及び県内市町村等による協定の締結の促進、消防相互応

援体制の整備に努めるとともに、緊急消防援助隊の迅速な派遣要請のための手順、受け入れ体制

の整備に努めるものとする。 

 

６．自衛隊派遣要請体制 

市は、知事に対し、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調

整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の徹底、受入体制の整備等必要な準備を

整えておくものとする。 

 

７．対策拠点施設の活用 

（１）市は、国、県、所在市町村、関係周辺市町村及び（財）原子力安全技術センター防災技術セ   

ンターとともに、対策拠点施設を地域における原子力防災の拠点として平常時から訓練、住民

に対する広報・防災知識の普及等に活用するものとする。 

（２）国は、県、所在市町村、関係周辺市町村及び（財）原子力安全技術センター防災技術センター

等と相互に連携して、対策拠点施設の施設、設備、備え付けの防護資機材及び資料等について適

切に整備、維持・管理を行うこととされている。 

 

８．モニタリング体制等 

市は、県の実施する緊急時環境放射線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」という。）への

要員の派遣等の協力を行うための体制を整備するものとする。 

 

９．専門家の派遣要請手続き 

市は、原子力事業者より特定事象発生の通報を受けた場合、必要に応じ国に対し専門的知識を有  

する職員の派遣を要請するための手続きをあらかじめ定めておくものとする。 
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第6節  避難収容活動体制の整備 

１．避難計画の作成 

市は、国、県及び原子力事業者の協力のもと、屋内退避及び避難誘導のための計画を作成するも

のとする。 

 

２．避難所等の整備 

（１）避難所の整備 

市は、コミュニティーセンター、学校等公共的施設等を対象にその管理者の同意を得て避難所

としてあらかじめ指定するものとする。 

なお、避難所として指定された建物については、必要に応じ、衛生管理等避難生活の環境を良

好に保つための設備の整備に努めるものとする。 

（２）避難誘導用資機材、搬送用資機材・車両等の整備 

市は、住民等の避難誘導・搬送に必要な資機材・車両等の整備に努めるものとする。 

（３）コンクリート屋内退避体制の整備 

市は、コンクリート屋内退避施設についてあらかじめ調査し、具体的なコンクリート屋内退避

体制の整備に努めるものとする。 

 

３．災害弱者の避難誘導・搬送体制等の整備 

市は、高齢者、障害者、外国人、妊婦、乳幼児その他のいわゆる災害弱者及び一時滞在者を適切

に避難誘導するため、周辺住民、自主防災組織、ボランティア組織等の協力を得ながら、これらの

者に係る避難誘導・搬送体制等の整備に努めるものとする。 

特に、放射線の影響を受けやすい妊婦及び乳幼児等について十分配慮するものとする。 

 

４．住民等の避難状況の確認体制の整備 

市は、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合において、住民等の避難状況を的確

に確認するための体制をあらかじめ整備しておくものとする。 

 

５．避難所・避難方法等の周知 

市は、避難所・避難方法、屋内退避の方法について、日頃から住民への周知徹底に努めるものと
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する。 

 

第7節  緊急輸送活動体制の整備 

１．専門家の移送体制の整備 

市は、放射線医学総合研究所、指定公共機関等からのモニタリング、医療等に関する専門家の現

地への移送協力（最寄りの空港・ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港等から現地までの先導

体制等）について県があらかじめ定める場合には、これに協力するものとする。 

 

２．交通管理体制等の整備 

（１）市は、市の管理する情報板等の道路交通関連設備について、緊急時における道路交通管理体制

の確立との観点から整備に努めるものとする。 

（２）市は、県警察が、緊急時に実施する交通規制において、運転者のとるべき措置等についての周

知に協力するものとする。 

（３）市は、国及び県の道路管理者と協力し、緊急時の応急対策に関する緊急輸送活動を円滑に行う

道路機能の確保を行うため、情報板などの整備を行い、道路管理の充実に努めるものとする。 

 

第8節  救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

１．救助・救急活動用資機材の整備 

市は、国及び県から整備すべき資機材に関する情報提供等を受け、県と協力し、応急措置の実

施に必要な救急・救助用資機材、救助工作車、救急自動車等の整備に努めるものとする。 

 

２．県が実施する緊急被ばく医療活動への協力体制の整備 

市は、県が実施する緊急被ばく医療活動への協力体制の整備に努めるものとする。 

 

３．消火活動用資機材等の整備 

市は、平常時から県、関係消防機関、所在市町村及び原子力事業者等と連携を図り、原子力施

設及びその周辺における火災等に関する応援要請等に備え、必要に応じ、消防体制の整備に努め

るものとする。 
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４．防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 

（１）市は、国及び県と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のための資機材をあらか

じめ整備するものとする。 

（２）市は、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため、平常時より、国、県、所在市町村、

関係周辺市町村及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行うものとする。 

 

第9節  周辺住民等への的確な情報伝達体制の整備 

（１）市は、国、県と連携し、特定事象発生後の経過に応じて住民等に提供すべき情報の項目につい

て整理しておくものとする。 

（２）市は、的確な情報を常に伝達できるよう、体制及び市防災行政用無線、広報車両等の施設、装

備の整備を図るものとする。 

（３）市は、国、県と連携し、住民等からの問い合わせに対応する住民相談窓口の設置等についてあ

らかじめその方法、体制等について定めておくものとする。 

（４）市は、原子力災害の特殊性に鑑み、国、県と連携し、高齢者、障害者、外国人、乳幼児その他

のいわゆる災害弱者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺

住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に対する情報伝達体制の整備に

努めるものとする。 

（５）市は、コミュニティー放送局、ＦＭ電波を利用した文字多重放送、ホームページ（インターネ

ット）、広報用電光掲示板、有線放送、ＣＡＴＶ等の多様なメディアの活用体制の整備に努めるも

のとする。 

 

第10節  周辺住民等に対する原子力防災に関する知識の普及と啓発 

市は、国、県及び原子力事業者と協力して、住民等に対し原子力防災に関する知識の普及と啓発

のため次に掲げる事項について広報活動を実施するものとする。 

教育機関においては、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

なお、防災知識の普及と啓発に際しては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児その他のいわゆる災

害弱者に十分配慮し、地域において災害弱者を支援する体制が整備されるよう努めるものとする。 

① 放射性物質及び放射線の特性に関すること。 

② 原子力施設の概要に関すること。 
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③ 原子力災害とその特性に関すること。 

④ 原子力災害時における情報及び指示の伝達方法に関すること。 

⑤ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

⑥ 緊急時に市、国及び県等が講じる対策の内容に関すること 。 

⑦ コンクリート屋内退避所、避難所に関すること。 

⑧ 緊急時にとるべき行動及び避難所での行動等に関すること。 

⑨ その他必要と認める事項に関すること。 

 

第11節  防災業務関係者に対する研修 

市は、原子力防災対策の円滑な実施を図るため、防災業務関係者に対し、関係省庁、指定公共機

関等の実施する原子力防災に関する研修を積極的に活用するものとする。また、国、県及び防災関

係機関と連携して、以下に掲げる事項等について原子力防災業務関係者に対する研修を、必要に応

じ実施するものとする。また、研修成果を訓練等において具体的に確認し、研修内容の充実を図る

ものとする。 

① 原子力防災体制及び組織に関すること。 

② 原子力施設の概要に関すること。 

③ 原子力災害とその特性に関すること。 

④ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

⑤ モニタリング実施方法及び機器に関すること。 

⑥ 原子力防災対策上の諸設備に関すること。 

⑦ 緊急時に市、国及び県等が講じる対策の内容に関すること。 

⑧ 緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項に関すること。 

⑨ 緊急被ばく医療（応急手当を含む）に関すること。 

⑩ その他緊急時対応に関すること。 

 

第12節  防災訓練等の実施 

１．訓練計画の策定 

（１）市は、国、県、所在市町村、関係周辺市町村、原子力事業者等関係機関の協力のもと、 

① 災害対策本部等の設置運営訓練 
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② 対策拠点施設への参集、立ち上げ、運営訓練 

③ 緊急時通信連絡訓練 

④ 緊急時モニタリング訓練 

⑤ 緊急被ばく医療訓練 

⑥ 周辺住民に対する情報伝達訓練 

⑦ 周辺住民避難訓練 

等の防災活動の各要素ごと又は各要素を組み合わせた訓練計画を策定するものとする。 

（２）市は、安全規制担当省庁が原災法第１３条に基づき、総合的な防災訓練の実施計画を作成する

際には、住民避難及び住民に対する情報提供等市が行うべき防災対策に関する具体的な訓練シナ

リオを作成するなど、訓練の実施計画の企画立案に共同して参画するものとする。 

 

２．訓練の実施 

（１）要素別訓練等の実施 

市は、計画に基づき、国、県、所在市町村、関係周辺市町村、原子力事業者等関係機関の協力

のもと、防災活動の各要素ごと又は各要素を組み合わせた訓練を定期的に実施するものとする。 

（２）総合的な防災訓練の実施 

市は、安全規制担当省庁が原災法第１３条に基づき作成する総合的な防災訓練の対象となった

場合には、実施計画に基づいて必要に応じ住民の協力を得て、国、県、所在市町村、関係周辺市

町村及び原子力事業者等と共同して総合的な防災訓練を実施するものとする。 

 

３．実践的な訓練の工夫と事後評価 

市は、訓練を実施するに当たり、安全規制担当省庁等の助言を踏まえつつ、現場における判断力

の向上、迅速、的確な活動に資する実践的なものとなるよう工夫するものとする。 

また、当該訓練の目的、チェックすべき項目の設定を具体的に定めて行うとともに、訓練終了後、

専門家も活用しつつ訓練の評価を実施し、改善点等を明らかにするものとする。 

さらに、訓練の評価結果を緊急時のマニュアルの作成、改訂に反映する等原子力防災体制の改善

に取り組むとともに、必要に応じ、訓練方法及び事後評価の方法に関し、見直しを行うものとする。 
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第13節  災害復旧への備え 

市は、災害復旧に資するため、国及び県と協力して放射性物質の除染に関する資料の収集・整備

等を図るものとする。 



 

 

 

 

 

第３章  災 害 応 急 対 策 
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第３章   災害応急対策 

 

第1節  基本方針 

本章は、原災法第１０条に基づき原子力事業者から特定事象の通報があった場合の対応及び同法

第１５条に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に定めるもので

あるが、これら以外の場合であっても原子力防災上必要と認められるときは、本章に示した対策に

準じて対応するものとする。 

 

第2節  情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

１．特定事象発生情報等の連絡 

 原子力事業者からの特定事象発生通報があった場合 

①  原子力事業者の原子力防災管理者は、特定事象発見後又は発見の通報を受けた場合、１５分以

内を目途として、市をはじめ官邸（内閣官房）、安全規制担当省庁、文部科学省、内閣府、県、県

警察本部、所在市町村、関係周辺市町村、関係消防機関、最寄りの海上保安部、原子力防災専門

官等に同時に文書をファクシミリで送付することとされている。さらに、主要な機関等に対して

はその着信を確認することとされている。なお、市は通報を受けた事象に対する原子力事業者へ

の問い合わせについては簡潔、明瞭に行うよう努めるものとする。 

②  市は、県及び原子力事業者からの通報・連絡を受けた事項について、市内に所在する関係消防

機関、自衛隊及び関係する指定地方公共機関等に連絡するものとする。 
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特定事象発生の連絡体制（東通原子力発電所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．応急対策活動の情報の連絡 

（１）特定事象発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 

①  原子力事業者は、市をはじめ官邸（内閣官房）、安全規制担当省庁、文部科学省、内閣府、県、

県警察本部、所在市町村、関係周辺市町村、関係消防機関、最寄りの海上保安部、原子力防災専

門官等に施設の状況、原子力事業者の応急対策活動の状況及び事故対策本部設置の状況、被害の

状況等を定期的に文書をもって連絡することとされており、さらに、関係省庁事故対策連絡会議

八戸海上保安部 
警備救難課 

事象の概要、今後の見通し 
等の情報 
市が連絡を受けた情報等 

（発見後１５分以内を目途） 
特定事象発生情報 

経済産業省 
通報後直ちに原子力緊急事態宣言を 
発出するか否かを判断 

東北電力（株） 
原子力防災管理者 

文部科学省 

青森県 
原子力安全対策課 
原子力センター 

東通村 
原子力対策課 

内 閣 府 

消防庁 

自衛隊 

指定地方公共機関 

指定行政機関 指定公共機関 

官邸（内閣官房） 

青森県警察本部 

野辺地警察署 

原子力防災専門官 
経済産業省 

青森地方気象台 

その他の 
防災関係機関 

むつ警察署 
災害対策課 

原子力安全委員会 

総 務 課 
む つ 市 

北部上北広域事務組合 
消防本部 

下北地域広域行政事務組合 
消防本部 
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及び現地事故対策連絡会議に連絡することとされている。 

②  市は、県が原子力事業者及び安全規制担当省庁から通報・連絡を受けた事項、県が行う応急対

策活動の状況等に関する県からの連絡を随時、受けるものとする。 

③  市及び県は、各々が行う応急対策活動の状況等について相互の連絡を密にするものとする。 

④  市は、国の現地事故対策連絡会議との連携を密にするものとする。 

（２）原子力緊急事態宣言発出後の応急対策活動情報、災害情報の連絡 

①  市は、国の現地対策本部、指定公共機関、緊急事態応急対策実施区域に係る市町村及び県、指

定地方公共機関及び原子力事業者その他関係機関とともに、対策拠点施設において、施設の状況

の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、屋内退避・住民避難状況の把握等の機

能別に分けた作業グループにそれぞれ職員を配置することにより、常時継続的に必要な情報を共

有するとともに、各々が行う緊急事態応急対策について必要な調整を行うものとする。 

②  市は、対策拠点施設に派遣した職員に対し、市が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状

況等に関する情報を随時連絡するものとする。 

③  原子力防災専門官は、対策拠点施設において、必要な情報の収集・整理を行うとともに、緊急

事態応急対策実施区域に係る市町村及び県をはじめ原子力事業者、関係機関等の間の連絡・調整

等を引き続き行うこととされている。 

 

３．放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

市は、県が実施する緊急時モニタリングに関し、職員を派遣するなどの協力を行うものとする。 

また、県や対策拠点施設に派遣した職員を通じて屋内退避、避難、飲食物の摂取制限等各種防護

対策に必要なモニタリング情報の迅速な把握に努めるものとする。 

 

第3節  活動体制の確立 

１．特定事象発生の通報を受けた場合の活動体制 

（１）事故対策のための警戒態勢 

① 警戒態勢 

市は、特定事象発生の通報を受けた場合、速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡体制の

確立等必要な体制をとるとともに、国、県及び原子力事業者等関係機関と緊密な連携を図りつつ、

事故対策のため災害対策本部の体制に準じて次により市役所内に原子力災害警戒本部を、対策拠
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点施設に原子力災害現地警戒本部を設置するものとする。 

 

警戒本部の体制、所掌事務は次のとおりとする。 

部  名 所   掌   事   務 

総 務 部 

１. 警戒本部の設置、運営及び廃止に関すること。 
２. 現地警戒本部及び対策拠点施設との連絡調整に関すること。 
３. 国、県及び防災関係機関との連絡に関すること。 
４. 事故の状況、対策措置状況の把握、報告及び公表に関すること。 

企 画 部 

１. 事故状況等の収集に関すること。 
２. 環境放射線測定データの収集に関すること。 
３. 防災行政用無線の統制及び市民への情報提供に関すること。 
４. 報道機関との連絡・調整に関すること。 

保 健 福 祉 部 １. 避難所開設準備に関すること。 
２. 緊急時医療措置等の準備に関すること。 

関  係  部 関係部（班）の災害応急対策の実施に関すること。 

 

現地警戒本部の体制、所掌事務は次のとおりとする。 

部    名 所   掌   事   務 

総   務   部 
（対策拠点施設立ち上げ支援班） 

１. 現地警戒本部の設置、管理に関すること。 
２. 対策拠点施設立ち上げ支援に関すること。 
３. 事故の状況、対策措置状況等の情報収集に関すること。 
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原子力災害警戒本部の組織機構図 

 

 

 

 ② 情報の収集 

市は、特定事象発生の通報を受けた場合、原子力防災専門官から助言等を得るなど国及び県と

の連携を図りつつ、事故の状況の把握に努めるものとする。 

③ 対策拠点施設の設営準備への協力 

市は、特定事象発生の通報を受けた場合、直ちに対策拠点施設の設営準備への協力を行うもの

とする。 

④ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

本部長（市長） 

副本部長（助役、収入役） 

本部員会議 
副本部長兼 

現地警戒本部長 

総
務
部
（
総
務
班
） 

企
画
部
（
企
画
班
） 

保
健
福
祉
部
（
保
健
福
祉
班
） 

関
係
部 

総
務
部
（
対
策
拠
点
施
設
立
ち
上
げ
支
援
班
） 
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市は、国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設にて開催し、これに市の職員の派遣要請があ

った場合には、あらかじめ定められた職員を対策拠点施設に派遣するものとする。 

⑤ 国等との情報の共有等 

市は、派遣された職員に対し、市が行う応急対策の状況、緊急事態応急対策の準備状況等につ

いて随時連絡するなど当該職員を通じて国等との連絡・調整、情報の共有を行うものとする。 

⑥ 警戒態勢の解除 

市は、次の場合は警戒配備を解除するものとする。 

ア 原子力施設の事故が終息し、災害応急対策が完了した又は対策の必要がなくなったと認め

たとき。 

イ 災害対策本部が設置されたとき。 

（２）専門家の派遣要請 

市は、原子力事業者より特定事象発生の通報を受けた場合、必要に応じ国に対し専門的知識を

有する職員の派遣を要請するものとする。 

（３）自衛隊の派遣要請等 

市は、国の原子力災害対策本部設置前において、自衛隊の派遣要請の必要があると認める場合

には、知事に対し派遣を要請するものとする。 

 

２．原子力緊急事態宣言発出時等の活動体制 

（１）災害対策本部の設置等 

    市は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合又は市長が必要と認めた場合は、市                       

役所内に市長を本部長とする災害対策本部を設置するものとする。さらに、原則として、市長の

指名する副本部長を長とする現地災害対策本部を対策拠点施設に設置するものとする。また、災

害対策本部長は、その権限の一部を現地災害対策本部長に委任することができるものとする。 

なお、原子力緊急事態宣言発出前に災害対策本部を設置した場合は、その旨県へ連絡するもの

とする。災害対策本部及び現地災害対策本部の廃止は、概ね以下の基準によるものとする。 

ア 原子力緊急事態解除宣言がなされたとき。 

イ 災害対策本部長が、原子力施設の事故が終息し、災害応急対策が完了した又は対策の必要

がなくなったと認めたとき。 
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（２）災害対策本部等の組織等 

災害対策本部等の主要な組織構成、所掌事務は次のとおりとする。また、本計画に特に定めの

ないものについては、むつ市災害対策本部に関する規則等によるものとする。 

 

災害対策本部の体制、所掌事務は次のとおりとする 

部  名 所  掌  事  務 

総 務 部 

1. 災害対策本部の設置、運営及び廃止に関すること。 
2. 現地災害対策本部及び対策拠点施設との連絡・調整に関すること。 
3. 国、県及び防災関係機関との連絡に関すること。 
4. 知事への自衛隊の災害派遣要請に関すること。 
5. 災害の状況、対策措置状況の把握、報告及び公表に関すること。  
6. 各部との連絡・調整に関すること。 
7. 関係市町村等との広域的な応援に係る手続きに関すること。 

企 画 部 

1. 事故状況等の収集に関すること。 
2. 緊急時モニタリングへの協力に関すること。 
3. 防災行政用無線の統制、市民への情報提供及び指示伝達に関すること。 
4. 報道機関との連絡・調整に関すること。 

民 生 部 1. 災害時の応急食糧の調達及び供給に関すること。 
2. 放射線影響評価、解析に関すること。 

保 健 福 祉 部 

1. 避難所の開設及び管理・運営に関すること。 
2. 飲食物の摂取制限の調整及び健康管理に関すること。 
3. 緊急時医療対策に対する協力に関すること。 
4. 医薬品の確保に対する協力に関すること。 
5. 心の相談に関すること。  

経 済 部 
1. 災害時における商工業に係る物資の流通対策に関すること。 
2. 農林畜産物の収穫及び出荷に関すること。 
3. 水産物の採取及び出荷に関すること。 

建 設 部 道路交通の確保に関すること。 

出 納 部 災害関係経費の経理に関すること。 

水 道 部 1. 飲料水の摂取制限に関すること。 
2. 飲料水の供給に関すること。 

文 教 部 文教対策及び教育施設との連絡・調整に関すること。 
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災害対策本部組織機構図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 部 長 
（市長） 
副 本 部 長 

(助役・収入役)

本 部 員 会 議 

総 務 部 総 務 班 (班員：総 務 部 職 員) 

企 画 班 (班員：企 画 部 職 員) 

民 生 班 (班員：民 生 部 職 員) 

保健福祉班 (班員：保 健 福 祉 部 職 員) 

経 済 班 (班員：経 済 部 職 員) 

建 設 班 (班員：建 設 部 職 員) 

出 納 班 (班員：出 納 室 職 員) 

水 道 班 (班員：公 営 企 業 局 職 員) 

文 教 班 (班員：教育委員会事務局職員) 

民 生 部 

企 画 部 

保健福祉部 

経 済 部 

建 設 部 

出 納 部 

水 道 部 

文 教 部 

副 本 部 長 兼 
現 地 本 部 長 

医 療 班（班員：あらかじめ定められた職員） 

放 射 線 班（班員：あらかじめ定められた職員） 

住民安全班（班員：あらかじめ定められた職員） 

広 報 班（班員：あらかじめ定められた職員） 

運営支援班（班員：あらかじめ定められた職員） 

総 括 班（班員：あらかじめ定められた職員） 
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（３）現地災害対策本部の組織等 

原子力災害の特殊性に鑑み、対策拠点施設内に市長の指名する副本部長を現地本部長とし、各

班からなる現地災害対策本部を設置するものとする。各班は、国、県等とともに合同対策協議会

に設けられる機能グループを構成し、次に掲げる事務を所掌する。 

現地災害対策本部の体制、所掌事務は次のとおりとする。 

①各班（機能グループにおける事務を含む） 

班 名 所   掌   事   務 

総 括 班 

対策拠点施設における情報管理に関すること。 
1. 全体総括 
2. 屋内退避・避難勧告素案作成 
3. 協議会運営 
4. 班間連絡・調整 
5. 国、県、災害対策本部等との連絡調整 

放 射 線 班 

放射線影響評価・予測に関すること。 
1. 被ばく線量の予測 
2. 屋内退避・避難勧告の検討 
3. 飲食物摂取制限勧告の検討 
4. 緊急時モニタリングに関する指示 

 5. 緊急時モニタリングデータのとりまとめ 
  6. 緊急時モニタリング本部との連絡調整 

医 療 班 

緊急時医療措置に関すること。 
1. 緊急被ばく医療チームとの連絡調整 
2. 救護所の管理運営 
被災者の医療活動の調整に関すること。 
1. 被害状況の把握 
2. 安定ヨウ素剤服用指示の検討 
3. 被ばくを受けた者の救急搬送の検討 

住 民 安 全 班 

被災者の救助活動及び社会秩序の維持に関すること。 
1. 屋内退避・避難の検討 
2. 救助・救急活動の調整 
3. 交通規制等の調整 
4. 物資調達、供給活動の調整 

広 報 班 

原子力災害合同対策協議会での決定事項の発表に関すること。 
1. 報道機関への対応 

 2. 住民への広報 
  3. 住民からの問い合わせ等への対応 

運 営 支 援 班 

対策拠点施設の管理に関すること。 
1. 対策拠点施設参集者の食糧等の調達 
2. 対策拠点施設内の環境整備 
3. 対策拠点施設の出入管理 
4. 防災業務従事者の被ばく管理 
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現地災害対策本部の組織機構図 

 

 

 

（４）原子力災害合同対策協議会への出席等 

原子力緊急事態宣言が発出され、対策拠点施設において原子力災害合同対策協議会が組織される

こととなった場合は、市は、あらかじめ定められた者をこれに出席させ、緊急事態応急対策の実施

方法、原子力災害の拡大防止のための応急措置の実施方法等について協議するものとする。 

また、市は、あらかじめ定められた職員を対策拠点施設に派遣し、施設の状況の把握、モニタリ

ング情報の把握、医療関係情報の把握、屋内退避・住民避難の状況の把握等の活動に従事させるも

のとする。 

原子力災害合同対策協議会への市からの構成員等は次のとおりとする。 

 

副 本 部 長 兼 現 地 本 部 長 

放

射

線

班 

総

括

班 

医

療

班 

住

民

安

全

班 
広

報

班 

運

営

支

援

班 

２名 ２名 ２名 ２名 ２名 ２名 

国、県等とともに原子力災害合同対策協議会及び機能グループを構成 
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原子力災害合同対策協議会への派遣職員構成員 

区   分 構   成   員 

緊急事態対応方針決定会議 

全 体 会 議 
市長が指名する副本部長 
兼現地本部長 

 

機能グループ構成員 

区  分 構   成   員 

総 括 班 あらかじめ定められた職員２名 

放 射 線 班 あらかじめ定められた職員２名 

医 療 班 あらかじめ定められた職員２名 

住民安全班 あらかじめ定められた職員２名 

広 報 班 あらかじめ定められた職員２名 

運営支援班 あらかじめ定められた職員２名 

市との連絡員も含む 

 

（５）応援要請及び職員の派遣要請等 

① 応援要請 

市は、必要に応じ、あらかじめ締結された応援協定等に基づき、他市町村等に対し速やかに応

援要請を行うものとする。 

市は、必要に応じ、県に対し緊急消防援助隊の出動を要請するものとする。 

② 職員の派遣要請等 

市長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは、指定地方行政                                 

機関の長に対し、職員の派遣を要請し、また、内閣総理大臣又は知事に対し、指定行政機関又は

指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求めるものとする。 

市長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは、指定行政機関

又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関する助言

その他の必要な援助を求めるものとする。 

（６）自衛隊の派遣要請等 

市長は、自衛隊の派遣要請の必要があると認める場合は、知事に対し、派遣を要請するものとす

る。 
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３．防災業務関係者の安全確保 

市は、原子力緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者の安全確保を図るものとする。 

（１）防災業務関係者の安全確保方針 

市は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合には、災害対策本部

（又は現地災害対策本部）及び現場指揮者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、

災害特有の異常心理下での活動において冷静な判断と行動が取れるよう配意するものとする。 

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくする可能性のある環境下で作業する場

合の防災業務従事者相互の安全チェック体制を整えるなど安全管理に配意するものとする。 

（２）防護対策 

① 現地本部長、災害対策本部長は、必要に応じその管轄する防災業務関係者に対し、防護服、 防

護マスク、線量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示す

るものとする。 

② 市は、県やその他防災関係機関に対して、必要に応じ、防護服、防護マスク、線量計及び安定                  

ヨウ素剤等の防護資機材の調達の協力を要請するものとする。 

（３）防災業務関係者の被ばく管理 

① 防災業務関係者の被ばく線量は、実効線量で５０ｍＳｖを上限とする。ただし、災害の拡大の

防止及び人命救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合の被ばく線量は、実効線量で１０

０ｍＳｖを上限とする。市は、防災業務関係者の被ばく線量を少なくするように配慮するものと

する。 

② 防災業務関係者の被ばく管理は、原則として各機関独自で行うものとし、市の防災業務関係者

の被ばく管理を担う班を現地災害対策本部に置くものとする。 

③ 市の被ばく管理を担う班は、対策拠点施設等において、必要に応じ、県など関係機関に対し、

除染等の医療措置を要請するものとする。 

④ 市は、応急対策活動を行う市の防災業務関係者の安全確保のための資機材を確保するものと

する。 

⑤ 市は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、対策拠点施設等において、国、県、所在市

町村、関係周辺市町村及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行うものとする。 
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第4節  屋内退避、避難収容等の防護活動 

１．屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 

① 市は、原子力緊急事態宣言が発出された場合における内閣総理大臣の指示に従い、又は独自の                                         

判断により、住民等に対する屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示を行うものとす

る。 

② 市は、住民等の避難誘導に当たっては、県と協力し、避難所の所在、災害の概要その他の避難

に資する情報の提供に努めるものとする。 

③ 市は、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、県と協力し、戸別訪問、避難

所における確認等あらかじめ定められた方法により住民等の避難状況を確認するものとする。 

④ 市の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合は、県は、受入先の市町村に対し、収容施設の

供与及びその他の災害救助の実施の協力について指示し、受入市町村と協議の上、要避難区域の

市町村に対し、避難所となる施設を示すこととされている。 

 

 

屋内退避及び避難等に関する指標は次のとおりとする。 
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屋内退避及び避難等に関する指標 

予測線量（単位：ｍＳｖ） 

外部被ばくに

よる実効線量 

内部被ばくによる等価線量 
・放射性ヨウ素による小児

甲状腺の等価線量 
・ウランによる骨表面又は

肺の等価線量 
・プルトニウムによる骨表

面又は肺の等価線量 

防 護 対 策 の 内 容 

１０～５０ １００～５００ 

住民は、自宅等の屋内へ退避すること。その際、窓等を閉め気

密性に配慮すること。 
ただし、施設から直接放出される中性子線又はガンマ線の放出

に対しては、指示があれば、コンクリート建家に退避するか、

又は避難すること。 

５０以上 ５００以上 住民は、指示に従いコンクリート建家の屋内に退避するか、又

は避難すること。 

注）１．予測線量は、災害対策本部等において算定され、これに基づく周辺住民等の防護対策措置についての指示等が

行われる 

２．予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、何らの措置も講じなければ受けると予測さ

れる線量である。 

３．外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による甲状腺の等価線量、ウランによる骨表面又は肺の等価線量、

プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が同一レベルにないときは、これらのうちいずれか高いレベルに応

じた防護対策をとるものとする。 

 

２．災害弱者への配慮 

市は、県と協力し、避難誘導、避難所での生活に関して、高齢者、障害者、外国人、妊婦、乳幼

児その他のいわゆる災害弱者に十分配慮するものとする。特に、高齢者、障害者、妊婦、乳幼児、

児童の避難所での健康状態の把握等に努めるものとする。また、災害弱者に向けた情報の提供、

生活環境についても十分配慮するものとする。 

 

３．避難の勧告・指示の実効をあげるための措置 

市は、避難を勧告又は指示した区域について、必要に応じ警戒区域を設定するなど、勧告又は指

示の実効を上げるために必要な措置をとるものとする。 
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４．飲食物、生活必需品等の供給 

市は、コンクリート屋内退避所、避難所等において必要となる飲食物、生活必需品等の調達等に

ついて、状況等から判断して必要と認めた場合は、備蓄品の供給、給（貸）与、事業者等への物資

の調達要請等を行うものとする。 

この場合において、調達物資に不足が生じる場合は、県に協力を要請するものとする。 

 

第5節  飲料水、飲食物の摂取制限等 

１．飲料水、飲食物の摂取制限等 

市は、原子力安全委員会が定めた指針を踏まえた国の指導、助言、指示及び放射性物質による汚

染状況調査に基づき、次表の「飲食物摂取制限に関する指標」を超え、又は超えるおそれがあると

認められる場合は、県と連携して、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止の措置及び汚染飲

食物の摂取制限等必要な措置をとるものとする。 

 

２．農林水産物の採取及び出荷制限 

市は、県と連携して、原子力安全委員会が定めた指針を踏まえた国の指導、助言及び指示に基づ

き、農林水産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者等に汚染農林水産物の採取、漁獲の禁止、出

荷制限等必要な措置をとるものとする。 

 

３．飲料水及び飲食物の供給 

市は、県と連携して、飲料水、飲食物の摂取制限等の措置を行った場合は、むつ市地域防災計画

（風水害編）第４章第９節（食糧供給）及び第１０節（給水）に基づき、県及び関係防災機関の長

と協力して関係住民への応急措置を講ずるものとする。 

 

 

飲食物摂取制限に関する指標は次のとおりとする。 
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飲食物摂取制限に関する指標 

対     象 放射性ヨウ素 
（混合核種の代表核種:１３１Ｉ） 

飲 料 水 

牛 乳 ・ 乳 製 品 
３×１０２Bq／㎏以上 

野 菜 類 
（根菜、芋類を除く） ２×１０３Bq／㎏以上 

 

対     象 放射性セシウム 

飲 料 水 

牛 乳 ・ 乳 製 品 
２×１０２Bq／㎏以上 

野 菜 類 

穀 類 

肉・卵・魚・その他 

５×１０２Bq／㎏以上 

 

対     象 ウラン 

飲 料 水 

牛 乳 ・ 乳 製 品 
２０Bq／㎏以上 

野 菜 類 

穀 類 

肉・卵・魚・その他 

１×１０２Bq／㎏以上 

 

対     象 プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種 
（238Pu,239Pu,240Pu, 242Pu，241Am,242Cm,243Cm,244Cmの放射能濃度の合計） 

飲 料 水 

牛 乳 ・ 乳 製 品 
１Bq／㎏以上 

野 菜 類 

穀 類 

肉・卵・魚・その他 

１０Bq／㎏以上 

注）乳児用として市販される食品の摂取制限の指標としては、ウランについては２０Ｂｑ／㎏を、プルトニウム及び超

ウラン元素のアルファ核種については１Ｂｑ／㎏を適用するものとする。ただしこの基準は、調理され食事に供される

形のものに適用されるものとする。 
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第6節  学校等における臨時休業等の措置 

児童生徒等が平常どおり登校することにより、または授業を継続実施することにより、児童生徒

等の安全の確保に支障を来すおそれがある場合は、臨時休業等の措置をとるものとする。 

なお、授業開始時刻以前に臨時休業等の措置をとる場合は、保護者及び児童生徒等への周知に努

めるものとする。 

 

第7節  治安の確保 

市は、応急対策実施区域及びその周辺（海上を含む。）における治安の確保について治安当局と協

議し、万全を期すものとする。 

特に、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った地域については、盗難等の各種犯罪の未

然防止に努めるものとする。 

 

第8節  緊急輸送活動 

１．緊急輸送活動 

（１）緊急輸送の順位 

市は、緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要があるときは、次の順位を原則として、県

及び防災関係機関等と調整し、緊急輸送を行うものとする。 

第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、対応方針を定める少人数グループのメンバー 

第２順位 避難者の輸送、災害状況の把握・進展予測のための専門家・資機材の輸送 

第３順位 災害応急対策を実施するための要員、資機材の輸送 

第４順位  住民の生活を確保するために必要な物資の輸送 

第５順位  その他災害応急対策のために必要な輸送 

（２）緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は以下のものとする。 

① 救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員及び資機材 

② 負傷者、避難者等 

③ 対応方針を定める少人数グループのメンバー（国及び県の現地対策本部長、市町村の対策本部

長等）、災害応急対策要員（原子力災害現地対策本部要員、原子力災害合同対策協議会構成員、国

の専門家 、緊急時モニタリング要員、情報通信要員等）及び必要とされる資機材 
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④ コンクリート屋内退避所、避難所を維持・管理するために必要な人員、資機材 

⑤ 食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

⑥ その他緊急に輸送を必要とするもの 

（３）緊急輸送体制の確立 

① 市は、関係機関との連携により、輸送の優先順位、乗員及び輸送手段の確保状況、交通の混雑

状況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施するものとする。 

② 市は、人員、車両等に不足が生じたときは、関係機関に支援を要請するとともに、必要に応じ

周辺市町村等に支援を要請するものとする。 

③ 市は、②によっても人員、車両等が不足するときは、原子力災害合同対策協議会の場において、

人員等の確保に関する支援を依頼するものとする。 

 

２．緊急輸送のための交通確保 

県警察及び市道路管理者は、交通規制に当たり、原子力災害合同対策協議会において、相互に密

接な連絡をとるものとする。 

 

第9節  救助・救急、消火及び医療活動 

１．救助・救急及び消火活動 

（１）市は、救助・救急及び消火活動が円滑に行われるよう、必要に応じ県又は原子力事業者その他

の民間からの協力により、救助・救急及び消火活動のための資機材を確保するなどの措置を講ず

るものとする。 

（２）市は、災害の状況等から必要と認められるときは、県及び原子力事業者等に対し、応援を要請

するものとする。この場合、必要とされる資機材は応援側が携行することを原則とする。 

（３）市は、市内の消防力では対処できないと判断した場合は、速やかに緊急消防援助隊の出動等を

県又は関係消防機関に要請するものとする。 

なお、要請時には以下の事項に留意するものとする。 

① 救助・救急及び火災の状況、並びに応援要請の理由、応援の必要期間 

② 応援要請を行う消防機関の種別と人員 

③ 市への進入経路及び集結（待機）場所 
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２．医療活動等 

市は、県が行う緊急時における医療活動（住民等への健康管理、スクリーニング、除染等）につ

いて、協力するものとする。 

 

第10節  住民等への的確な情報伝達活動 

１．住民等への情報伝達活動 

(１) 市は、放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられないなどの原子力災害の特殊性に鑑

み、緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱をおさえ、異常事態による影響をできるか

ぎり低くするため、住民等に対する的確な情報提供、広報を迅速かつ的確に行うものとする。 

(２) 市は、住民等への情報提供に当たっては国や県と連携し、情報の発信元を明確にするとともに、

あらかじめわかりやすい例文を準備するものとする。また、利用可能な様々な情報伝達手段を活

用し、繰り返し広報するよう努めるものとする。さらに、国や県と連携し、情報の一元化を図る

とともに、情報の空白時間がないよう、定期的な情報提供に努めるものとする。 

(３) 市は、役割に応じて周辺住民のニーズを十分把握し、原子力災害の状況、安否情報、医療機関

などの情報、市が講じている施策に関する情報、交通規制等周辺住民に役立つ正確かつきめ細や

かな情報を適切に提供するものとする。なお、その際、民心の安定及び高齢者、障害者、外国人、

乳幼児その他のいわゆる災害弱者に配慮した伝達を行うものとする。 

(４) 市は、原子力災害合同対策協議会の場を通じて、十分に内容を確認した上で住民等に対する情

報の公表、広報活動を行うものとする。その際、その内容について災害対策本部、現地災害対策

本部、指定行政機関、公共機関、関係地方公共団体及び原子力事業者と相互に連絡を取り合うも

のとする。 

(５) 市は、情報伝達に当たって、広報車等によるほか、テレビやラジオなどの放送事業者、通信社、

新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また、安否情報、交通情報、各種問い合わせ先等

を随時入手したいというニーズに応えるため、インターネット等を活用し、的確な情報を提供で

きるよう努めるものとする。 

 

２．住民等からの問い合わせに対する対応 

市は、国、県等と連携し、必要に応じ、緊急時には速やかに住民等からの問い合わせに対応する

専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等体制を確立するものとする。また、情報のニーズを見
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極め収集、整理を行うものとする。 

 

 

広報体制、住民の問い合わせへの対応体制は次のとおりとする。 

 

広報体制 
 
 
 
                               情報・伝達 
 
 
 

情報・指示伝達                           情報・指示伝達           要請・情報発表 
 
 
                            情報・指示伝達                               要請・情報発表 
     
 
 
 情報・指示伝達                情報・指示伝達 
 
                                                                                                  報道 
 
 
 

          情報・指示伝達 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

国災害対策本部 県災害対策本部 
県 内 市 町 村 

(所在市町村を除く) 

原子力災害合同 
対 策 協 議 会 

消防等関係機関 報 道 機 関 

市町村災害対策本部 事  業  者 

地 域 住 民 一 般 住 民 
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住民の問い合わせへの対応体制 

 

 

 

第11節  核燃料物質等の事業所外運搬の事故に対する対応 

核燃料物質等の事業所外運搬の事故については、事故の際に対応すべき範囲がきわめて狭い範囲

に限定されること、輸送が行われる都度に経路が特定され、原子力施設のように事故発生場所があ

らかじめ特定されないこと等の輸送の特殊性に鑑み、原子力事業者と国が主体的に防災対策を行う

ことが実効的であるとされている。こうした輸送の特殊性等を踏まえ、防災関係機関においては次

により対応するものとする。 

（１）事故の通報を受けた事象発生場所を管轄する消防署は、事故の状況の把握に努めるとともに、

事故の状況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等に協力して、火災の消

火、救助、救急等必要な措置を実施するものとする。 

（２）事故の通報を受けた事象発生場所を管轄する警察署は、事故の状況の把握に努めるとともに、

事故の状況に応じて、警察職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、人命救助、

避難誘導、交通規制等必要な措置を実施するものとする。 

（３）事故の通報を受けた事象発生場所を管轄する海上保安部は、事故の状況の把握に努めるととも

に、事故の状況に応じて、海上保安職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、

原子力災害合同対策協議会 

（広報班） 

住民問い合わせ対応窓口 

（国、県、市） 

地 域 住 民 

問い合わせ・対応 
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現場海域への立入制限、人命救助等に関する必要な措置を実施するものとする。 

（４）事象発生場所を管轄する市町村及び県は、事故の状況の把握に努めるとともに、国の指示に基

づき、事故現場周辺の住民避難等の一般公衆の安全を確保するために必要な措置を講じるものと

する。 



 

 

 

 

 

第４章  災 害 復 旧 対 策 
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第４章   災害復旧対策 

 

第1節  基本方針 

本章は、原災法第１５条第４項の規定に基づき原子力緊急事態解除宣言が発出された場合の原子

力災害事後対策を中心に示したものであるが、これ以外の場合であっても、原子力防災上必要と認

められるときは、本章に示した対策に準じて対応するものとする。 

 

第2節  放射性物質による汚染の除去等 

市は、国、県、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、放射性物質に汚染された物質の除

去及び除染作業を行うものとする。 

 

第3節  各種制限措置の解除 

市は、県と連携を図り実施する緊急時モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家、

原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員等の判断等を踏まえ、原子力災害応急対策として実施

された、立ち入り制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限及び農水産物の採取・出荷制限等各

種制限措置の解除を関係機関に連絡するものとする。また、解除実施状況を確認するものとする。 

 

第4節  環境放射線モニタリング結果の公表 

市は、原子力緊急事態解除宣言後、県が、関係機関及び原子力事業者と協力して実施する環境放

射線モニタリングの結果を速やかに公表するものとする。 

 

第5節  災害地域住民に係る記録等の作成 

１．災害地域住民の記録   

市は、避難及び屋内退避の措置をとった地域、災害時に当該地域に所在した住民及び避難所等に

おいてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録するものとする。 

 

２．災害対策措置状況の記録 

市は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を記録しておくものとする。 
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第6節  風評被害等の影響の軽減 

市は、国及び県と連携し、原子力災害による風評被害等の未然防止又は影響を軽減するために、

農林水産業、地場産業の商品等の適正な流通の促進のための広報活動を行うものとする。 

 

第7節  被災中小企業等に対する支援 

市は、国及び県と連携し、必要に応じ災害復旧高度化資金貸付、小規模企業設備資金貸付及び中

小企業セーフティネット資金貸付等により、設備復旧資金、運転資金の貸付を行うものとする。 

また、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に広報するとともに、相談窓

口を設置するものとする。 

 

第8節  心身の健康相談体制の整備 

市は、国及び県とともに、原子力事業所の周辺地域の居住者等に対する心身の健康に関する相談

に応じるための体制を整備するものとする。 

また、学校等においては、被災した児童生徒の健康管理として、臨時の健康診断や心の健康問題

を含む健康相談を行うものとする。 

特に精神的に不安定になっている児童生徒に対して、学校医の指導の下に養護教諭や学級担任な

ど全教職員の協力を得ながら、必要に応じて心理相談や保健相談等を行うものとする。 
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資料１－１　東通原子力発電所の概要

施      設      名 東通発電所第１号機

事   業   主   体   東北電力株式会社

所      在      地   東通村大字白糠

用   地   面   積   約３５８万ｍ
２

  型式

  沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）

  熱出力　　　　　  ３，２９３MW

  電気出力　　　　 １，１００MW

  主冷却海水量    ８０ｍ
３
/秒

  運転圧力　　　　 約６．９３MPa

  運転温度　　　　 約２８６℃

  燃料

  低濃縮二酸化ウラン

ＥＰＺのめやす   約１０ｋｍ

  排気筒

  緯度　　　　４１：１１’０７”

  経度　　　１４１：２３’３３”

  標高　　　　１２４ｍ

  放出高　 　１１１ｍ

平成10年8月31日

  変更許可

平成13年9月10日

操業開始年月日   平成１７年７月予定

方      法      等

能  力 ・ 容  量

事業許可（指定）年月日

排気筒等の位置

取     扱    物
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資料１－３ 東通原子力発電所の放射線測定設備位置図 
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男 女 計

日本人 24,908 25,775 50,683 21,040

外国人 27 84 111 97

合    計 24,935 25,859 50,794 21,137

資料２－１－１　

むつ市住民基本台帳人口及び外国人登録者数

（平成15年度3月3１日現在）

区    分
人     口  （人）

世帯数（戸）
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№ 町 内 名 男 女 計（人） 世帯数（戸）

1 本 町 33 39 72 33

2 田 名 部 町 125 119 244 113

3 柳 町 一 丁 目 145 183 328 156

4 柳 町 二 丁 目 299 360 659 258

5 柳 町 三 丁 目 337 348 685 271

6 柳 町 四 丁 目 360 366 726 317

7 新 町 1,195 1,348 2,543 1,117

8 横 迎 町一丁目 439 493 932 393

9 横 迎 町二丁目 420 457 877 375

10 上 川 町 461 479 940 355

11 小 川 町一丁目 681 740 1,421 580

12 小 川 町二丁目 386 437 823 370

13 栗 山 町 280 320 600 216

14 女 舘 177 164 341 124

15 尻 釜 30 28 58 24

16 宮 ノ 後 26 18 44 18

17 樺 山 76 86 162 61

18 赤 坂 261 314 575 241

19 土 手 内 304 292 596 229

20 斗 南 丘 80 98 178 70

21 最 花 68 63 131 50

22 品 ノ 木 503 516 1,019 433

23 酪 農 42 43 85 23

24 岩 菜 11 10 21 8

25 松 山 町 430 516 946 344

26 緑 ヶ 丘 387 383 770 252

27 十 二 林 96 135 231 129

28 美 里 町 85 85 170 57

29 長 坂 27 21 48 19

30 金 谷 一 丁 目 377 395 772 293

31 金 谷 二 丁 目 260 288 548 207

32 金 谷 団 地 24 24 48 15

33 中 央 一 丁 目 127 132 259 98

34 中 央 二 丁 目 477 471 948 379

35 越 葉 沢 25 31 56 22

36 海 老 川 町 756 859 1,615 711

37 昭 和 町 665 754 1,419 561

38 緑 町 507 530 1,037 445

39 下 北 町 466 475 941 375

40 仲 町 694 742 1,436 549

（平成１５年３月３１日現在）

資料２－１－２　むつ市町内別住民基本台帳人口及び世帯数
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41 若 松 町 407 382 789 302

42 港 町 2 2 4 3

43 南 町 206 200 406 161

44 赤 川 町 91 90 181 67

45 松 原 町 125 130 255 94

46 南 赤 川 町 21 18 39 14

47 苫 生 町一丁目 178 163 341 120

48 苫 生 町二丁目 230 254 484 164

49 金 曲 一 丁 目 572 663 1,235 472

50 金 曲 二 丁 目 269 256 525 217

51 金 曲 三 丁 目 290 295 585 217

52 大 曲 一 丁 目 431 414 845 313

53 大 曲 二 丁 目 122 116 238 79

54 大 曲 三 丁 目 83 97 180 65

55 一 里 小 屋 50 86 136 115

56 南 名 古 平 2 1 3 1

57 清 平 1 1 2 1

58 名 古 平 41 22 63 22

59 南 関 根 184 181 365 135

60 北 関 根 202 215 417 165

61 高 梨 41 46 87 28

62 水 川 目 40 28 68 21

63 美 付 4 6 10 4

64 浜 関 根 188 175 363 126

65 出 戸 100 96 196 64

66 川 代 118 116 234 78

67 烏 沢 201 222 423 166

68 新 田 13 10 23 13

69 上 新 田 3 3 6 3

70 大 室 平 72 73 145 71

71 金 谷 沢 102 101 203 77

72 神 山 22 29 51 16

73 二 又 6 6 12 5

74 今 泉 15 17 32 11

75 石 蕨 平 5 5 10 4

76 奥 内 164 161 325 117

77 浜 奥 内 87 89 176 57

78 近 川 273 314 587 267

79 中 野 沢 199 196 395 138

80 中 野 沢 開 拓 11 14 25 11

81 山 田 町 634 653 1,287 547

82 松 森 町 342 346 688 237

83 荒 川 町 299 331 630 233
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84 文 京 町 443 535 978 415

85 旭 町 530 545 1,075 405

86 並 川 町 559 539 1,098 398

87 大 平 町 733 787 1,520 649

88 大 湊 新 町 561 590 1,151 495

89 大 湊 浜 町 292 347 639 288

90 大 湊 上 町 316 370 686 322

91 川 守 町 529 549 1,078 537

92 宇 田 町 322 320 642 300

93 桜 木 町 673 721 1,394 622

94 宇 曽 利 川 121 123 244 104

95 境 田 21 23 44 17

96 新 城 ヶ 沢 154 147 301 122

97 城 ヶ 沢 103 118 221 82

98 泉 沢 50 63 113 45

99 永 下 17 24 41 15

100 近 沢 28 37 65 24

101 角 違 98 110 208 76

102 自 衛 官 770 42 812 812

24,908 25,775 50,683 21,040合        計
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1～２
km

２～３
km

３～４
km

４～５
km

５～６
km

６～７
km

７～８
km

８～９
km

９～１０
km

東

東北東

北東

北北東

北

北北西

北西

二 　又 12

石蕨平 10

奥　 内 325

浜奥内 176

近　 川 587

中野沢 395

西南西 中野沢開拓 25 25

南西

南南西

南

南南東

南東

東南東

計 1,530 1,530

      （町内別住民基本台帳人口）

資料２－１－３

（平成１５年３月３１日現在）

西 1,483

方　位 町内名

東通原子力発電所周辺の方位別・距離別の町内と人口

22

計（人）

西北西

距　　　　　　　　　　　　　　　　　　離

　    （注）奥内及び浜奥内は９～１０ｋｍに含めた。

- 8 -





３才未満 ３才以上 計

新 町 保 育 所 39 50 89 9 新 町 地 区

横 迎 町 保 育 所 29 58 87 8 横迎町地区

柳 町 保 育 所 36 87 123 10 柳 町 地 区

大 平 町 保 育 所 42 62 104 11 大 平 地 区

小 川 町 保 育 所 26 42 68 7 小川町地区

緑 町 保 育 所 14 30 44 7 緑 町 地 区

近 川 保 育 園 14 45 59 6 近 川 地 区

並 木 保 育 園 28 45 73 9 大 曲 地 区

海 の 子 保 育 園 21 42 63 7 川 代 地 区

白 百 合 保 育 園 36 68 104 11 下北町地区

ゆ き の こ 保 育 園 62 74 136 14 旭 町 地 区

大 湊 幼 稚 園 0 140 140 15 宇田町地区

大湊カトリック幼稚園 1 114 115 8 大湊浜町地区

こ ば と 幼 稚 園 0 124 124 11 昭和町地区

星 美 幼 稚 園 0 160 160 13 小川町地区

田 名 部 幼 稚 園 0 11 11 3 金 谷 地 区

田名部カトリック幼稚園 0 94 94 8 新 町 地 区

むつひまわり幼稚園 0 161 161 13 横迎町地区

合　　　　　 計 348 1,407 1,755 170

資料２－１－５　むつ市保育所施設等の園児数及び職員数

（保育所入所決定状況 ・ 私立幼稚園園児数調）

保育所 ・ 幼稚園名 職 員 数

（平成１５年５月１日現在）

園       児       数
所在地区名
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男  子 女  子 計

第一田名部小学校 292 295 587 33 柳 町 地 区

第二田名部小学校 349 335 684 43 小 川 町 地 区

苫 生 小 学 校 306 344 650 35 金 曲 地 区

第三田名部小学校 126 108 234 17 金 曲 地 区

奥 内 小 学 校 48 43 91 13 奥 内 地 区

関 根 小 学 校 47 44 91 16 関 根 地 区

烏 沢 小 学 校 17 18 35 8 関 根 地 区

大 平 小 学 校 365 307 672 36 大 平 町 地 区

大 湊 小 学 校 124 114 238 20 大 湊 上 町 地 区

城 ヶ 沢 小 学 校 23 23 46 9 城 ヶ 沢 地 区

角 違 小 学 校 10 10 20 6 城 ヶ 沢 地 区

小　　 　　計 1,707 1,641 3,348 236

田 名 部 中 学 校 382 386 768 48 緑 町 地 区

む つ 中 学 校 135 112 247 24 栗 山 町 地 区

関 根 中 学 校 38 26 64 11 関 根 地 区

近 川 中 学 校 27 20 47 14 奥 内 地 区

大 平 中 学 校 165 158 323 26 並 川 町 地 区

大 湊 中 学 校 87 81 168 22 桜 木 町 地 区

角 違 中 学 校 6 8 14 5 城 ヶ 沢 地 区

小　 　　　計 840 791 1,631 150

田 名 部 高等 学校 312 466 778 63 海 老 川 町 地 区

むつ工業高等学校 245 315 560 58 文 京 町 地 区

大 湊 高 等 学 校 451 99 550 67 大湊字大近川地区

小　　 　　計 1,008 880 1,888 188

合　 　　　計 3,555 3,312 6,867 574

資料２－１－６　むつ市学校施設の児童生徒数及び職員数

（学校基本調査 ・ 児童生徒数集計表 ・ 学校一覧）

（平成１５年５月１日現在）

学  校  名 職 員 数 所 在 地 区 名
児  童  生  徒  数
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計

57,167 43,322 37,431 61,211 64,406 46,922 216,129 274,616 99,539 126,141 33,496 33,851 1,094,231

県内客 38,922 29,496 25,485 41,676 43,851 31,947 147,152 186,973 67,771 85,883 22,806 23,048 745,010

県外客 18,245 13,826 11,946 19,535 20,555 14,975 68,977 87,643 31,768 40,258 10,690 10,803 349,221

日帰客 47,474 33,208 26,281 48,587 43,347 29,620 194,492 250,222 77,212 102,976 17,639 22,928 893,986

宿泊客 9,693 10,114 11,150 12,624 21,059 17,302 21,637 24,394 22,327 23,165 15,857 10,923 200,245

外国人客 142 165 47 89 74 206 320 327 154 74 63 53 1,714

（観光レクリエーション客入込数調査）

資料２－１－７　むつ市観光レクリエーション客入込数

月別の入込客

そ
の
内
訳

（平成１４年度）　(単位：人）
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ホテル・旅館宿泊施設名 住　　　    　　　　所 収容人員 電話番号

む つ グ ラ ン ド ホ テ ル  むつ市大字田名部字下道４ 300 ２２－２３３１

む つ グ リ ー ン ホ テ ル  むつ市横迎町一丁目２－８ 57 ２２－６１１１

は ね や ホ テ ル  むつ市本町２－７ 80 ２２－８４４５

ホテルニューグリーン  むつ市本町１－４ 160 ２２－６１２１

プ ラ ザ ホ テ ル む つ  むつ市下北町２－４６ 150 ２３－７１１１

フォルクローロホテル  むつ市大湊新町７－２０ 88 ２４－００５１

む つ パ ー ク ホ テ ル  むつ市田名部町９－１０ 93 ２２－００８９

い ず み 荘  むつ市田名部町６－３７ 22 ２２－０６９４

橋 本 旅 館  むつ市田名部町８－１０ 70 ２２－４０４３

む ら い 旅 館  むつ市田名部町９－３０ 40 ２２－５５８１

と び な い 旅 館 本 館  むつ市田名部町８－６ 50 ２２－４２６１

と び な い 旅 館 別 館  むつ市田名部町７－８ 30 ２２－４７９５

水 月 旅 館  むつ市横迎町一丁目３－５ 20 ２２－１４１１

旅 館 下 北 荘  むつ市下北町６－５９ 25 ２２－２８１６

旅 館 山 水  むつ市金曲一丁目８－１９ 40 ２２－１０９０

川 野 荘  むつ市苫生町一丁目１２－３ 40 ２２－６８２８

む つ 矢 立 温 泉  むつ市大字田名部字矢立山５０ 40 ２２－８２１１

畑 中 旅 館  むつ市大湊新町２－１１ 35 ２４－１２０１

旅 館 富 岡 荘  むつ市大湊新町３－４ 40 ２４－２０３４

日 の 出 旅 館  むつ市大湊新町４－１ 20 ２９－３２０８

石 神 温 泉  むつ市大字関根字北関根ノ内袖角地３４２－３３ 40 ２５－２４１１

旅 館 サ ル ビ ア  むつ市大字関根字名古４－８６ 26 ２２－１０５６

大 久 旅 館  むつ市宇田町１９－１２ 15 ２４－１１９５

計　 （２３施設） 1,481

民 宿 宿 泊 施 設 名 住　　　　    　　　所 収容人員 電話番号

民 宿 は ま な す 荘  むつ市金曲一丁目７－５ 22 ２２－６２６６

民 宿 き く 江 荘  むつ市下北町５－１５ 40 ２２－０６６２

民 宿 鈴 屋  むつ市中央二丁目９－６４ 40 ２４－３０８８

中 村  むつ市上川町１０－１７ 15 ２２－４７５４

二 本 柳  むつ市大字奥内字浜奥内１９－２ 25 ２６－２９５７

民 宿 小 向  むつ市大字奥内字金谷沢１－２ 40 ２６－２７６４

民 宿 き さ 江 荘  むつ市大字奥内字浜奥内５－１ 12 ２６－２２０２

浜 奥 内 民 宿  むつ市大字奥内字浜道４２－１１ 15 ２６－２２０８

民 宿 釜 伏 山  むつ市大字大湊字大川守４４－２９８ 20 ２４－４０８７

ビジネス民宿パーク下北  むつ市柳町三丁目２－５２ 40 ２３－１０５１

民 宿 美 山 荘  むつ市大湊浜町３８－２９ 20 ２４－４９１３

民 宿 平 成 屋  むつ市苫生町一丁目１３－２ 30 ２２－２０６０

Ｍ Ｕ Ｕ  むつ市大曲一丁目１３－６８ 8 ２３－３８３８

前 野 屋  むつ市大曲三丁目６－４５ 32 ２２－９１２４

し ゃ く な げ 荘  むつ市大字田名部６１ 20 ２２－３８２４

計　 （１５施設） 379

    合   計（３８施設） 1,860

資料２－１－８　むつ市宿泊施設

（ホテル ・ 旅館 ・ 宿泊ガイド）

（平成１５年１２月現在）

（資 料 ： むつ市商工観光課）
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停 泊 港 船 舶 名 船   種 所 属 課

② 第二管区海上保安本部所属船舶

航続距離 最大塔載人員

（海里） （人）

おいらせ 3,370 135

ひばかぜ 200 12

さわかぜ 200 12

しもきた 3,300 270

あぶくま 2,600 115

むつぎく 200 20

むつかぜ 234 26
０１７８－３３－１２２１

Ｊ３Ｅ
２７ＭＨｚ

24

資料２－３－３　防災関係機関所有船舶の状況

無線周波数

～２７ＭＨｚ

～２７ＭＨｚ

漁業取締

漁業試験

水産振興課

（平成１５年１２月現在）

ト ン 数

49

49

青     森

八     戸

う  と  う

開 運 丸

はやぶさ 漁業取締 水産振興課

水産総合研
究センター

26

Ｊ３Ｅ

１６００ｋＨｚ

Ｊ３Ｅ

26

（トン）

27

29

18

18

16

28

（ノット）

１６００ｋＨｚ

19

964

501

208

49

21

526

Ｊ３Ｅ
２１８２ＫＨｚ

① 青森県所有船舶

保 安 部 署 船 舶 名
所　　在　　地

（電 話 番 号）

青     森 はやかぜ 漁業取締 水産振興課

青     森

巡航速力

（平成１５年１２月現在）

八戸海上保安部

八戸市築港街２－１６

青森市青柳一丁目１－２

０１７－７３４－２４２１～３

青森海上保安部

トン数
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（平成１５年４月７日現在）

社　　　　　名 電　話　番　号 Ｆ　Ａ　Ｘ 住　　　　　所

０１７－７６２－１１１１（代表）

０１７－７６２－１１３２（報道部）

０１７－７４１－２２３４（代表）

０１７－７４１－１７９８（報道部）

０１７－７４３－１２３４（代表）

０１７－７４２－３８５４（報道部）

０１７－７３４－６６２８

０１７－７２２－８４６１

０１７－７３９－１１１１（代表）

０１７－７３９－１１６２（政経部）

０１７－７３９－１１７１（社会部）

０１７－７７４－５１１１（代表）

０１７－７７４－７７５１（報道部）

０１７－７７６－３７８１

２２時以降は

０１７２－３５－１５０５

計  １７ 社

青森市松原二丁目１－１

青森市中央一丁目１－１７

 ① 県政記者会加入報道機関

青森市古川一丁目２１

０１７－７７６－３１５５

０１７－７７７－５２５５（編集部）

０１７－７２２－２３４３

０１７－７７５－２８１1

０１７－７３５－１１８１

青森市長島二丁目１－５

青森市安方二丁目１７－１９
マスミューチュアル生命ビル内

青森市安方二丁目８

０１７－７７５－３４４１

０１７－７７３－２１２１

０１７－７７３－２８６８ ０１７－７２３－６１４２

０１７－７７３－２１２５

０１７－７２２－２４２０ ０１７－７２２－２４５５

Ｎ Ｈ Ｋ

日 本 経 済 新 聞 社

東 奥 日 報

０１７－７７６－２６５４

０１７－７３９－０１１１

河 北 新 報 社

０１７－７２２－４３７１

青 森 放 送

青 森 テ レ ビ

エ フ エ ム 青 森

デーリー東北新聞社

産 経 新 聞 社

共 同 通 信 社

時 事 通 信 社

朝 日 新 聞 社

青森市第二問屋町三丁目１－８９

青森市新町二丁目８
火災共済会館内

青森市長島二丁目２－２５－３
ニッセイ青森センタービル

青森市長島二丁目１－５

０１７－７７４－１２６８

０１７－７７７－３２８４

０１７－７３２－３０１５

０１７－７３９－０３４３

０１７－７３９－１１４１

０１７－７７７－３４００

０１７－７７６－７５５１

０１７－７３９－５９９２ 青森市荒川柴田１２５－１

青森市八ツ役上林７８

青森市本町二丁目５－１２０１７－７７３－１２６１

０１７－７３５－１１８６ 青森市堤町一丁目７－１９

０１７－７４３－７９７４

資料２－4－１　報道機関一覧

フ ジ テ レ ビ

讀 賣 新 聞 社

陸 奥 新 報 社

毎 日 新 聞 社

青 森 朝 日 放 送

青森市古川二丁目１９－１４

青森市松森一丁目８－１

青森市松森一丁目４－８０１７－７４２－３６３６
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電 　話 　番 　号 Ｆ　　Ａ　　Ｘ 住　　　　　　　　所

２３－６６００ ２３－６６０２ むつ市小川町二丁目２－７

２２－６４２０ ２２－６４２０ むつ市仲町１９－１３

２２－１２９６ ２２－７６９９ むつ市小川町二丁目７－１７

２２－５０９１ ２２－６６４５ むつ市金谷一丁目１１－１８

２２－３０８３ ２２－０１９０ むつ市小川町一丁目１７－３２

２２－２８６１ ２３－１５０５ むつ市金谷一丁目４－６

２４－００１７ ２８－４３３１ むつ市中央二丁目１－１８

２２－３６８３ ２２－０８６４ むつ市小川町二丁目２１－１７

２３－５８８８ ２３－５８２２ むつ市中央二丁目２６－３６

２２－３７００ ２２－３２９４ むつ市新町３－２

２８－２２１１ ２８－２２１０ むつ市柳町一丁目２－２

０１７－７２２－４３７１ ０１７－７３２－３０１５ 青森市長島二丁目１－５

０１７－７７３－２８６８ ０１７－７３２－６１４２ 青森市長島二丁目１－５

０１７－７３９－０１１１ ０１７－７３９－０３４３ 青森市第二問屋町三丁目１－８９

０１７－７７６－３１５５ ０１７－７７６－７５５１ 青森市長島二丁目２５－３

               （平成１５年１２月現在）

計  １５ 社

河 北 新 報 支 局

Ｒ Ａ Ｂ 支 局

デ ー リ ー 東 北 支 局

読 売 新 聞 通 信 局

所      　　     属

朝 日 新 聞 通 信 局

毎 日 新 聞 通 信 局

東 奥 日 報 支 局

  ② むつ市政記者会

フ ジ テ レ ビ

共 同 通 信

時 事 通 信

Ｎ Ｈ Ｋ 報 道 室

Ａ Ｔ Ｖ 支 局

青 森 朝 日 放 送

ＦＭむつ（アジュール）

産 経 新 聞
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収　　　 　　　　容
地　　　区　　　名 方位 距離（km）

第一田名部小学校 柳町二丁目 7-1 22-1236 S 270 北西 20

むつ中学校 栗山町 17-2 22-1641 S 510 北西 21

柳町保育所 柳町一丁目 9-13 22-1655 W 55 北西 20

横迎町保育所 横迎町二丁目 3-23 22-2802 W 75 北西 19

田名部中学校 緑町 22-8 22-1930 RC 800 北西 19

田名部高等学校 海老川町 6-18 22-1184 S 800 北西 19

緑町保育所 緑町 8-10 22-4015 Ｗ 55 北西 20

海老川コミュニティ
センター

緑町３－１ 23-0111 Ｗ 95 北西 20

苫生小学校 金曲一丁目 5-10 22-5141 RC 370 北西 19

新町保育所 新町 6-35 22-1812 Ｗ 70 北西 19

禄　　 寿　　 荘 新町 32-36 23-5800 Ｗ 60 北西 19

第二田名部小学校 小川町一丁目18-10 22-1450 S 345 北西 20

小川町保育所 小川町一丁目15-13 22-1689 Ｗ 40 北西 20

市民体育館 金谷一丁目 7-26 22-5757 Ｗ 425 北西 20

第三田名部小学校 金曲二丁目 11-12 22-1266 Ｗ 140 西北西 17

大曲コミュニティセ
ンター

大曲二丁目 1-1 23-0086 Ｗ 90 西北西 16

大平小学校 大平町 8-6 24-1291 RC 450 西北西 22

大平中学校 並川町 2-4 24-1714 RC 475 西北西 22

むつ工業高等学校 文京町 22-7 24-2164 S 700 西北西 22

大平町保育所 大平町 39-6 24-2294 Ｗ 45 西北西 22

大湊小学校 大湊上町 43-32 24-1810 RC 435 西北西 22

勤労青少年ホーム 大湊上町 3-12 24-2410 S 265 西北西 22

むつ市公民館 大湊浜町 13-1 24-1224 RC 185 西北西 22

福　　 寿 　　荘 川守町 5-9 29-1800 Ｗ 70 西北西 22

大湊中学校 桜木町 19-1 24-2138 RC 455 西北西 23

大湊高等学校 大湊字大近川44-84 24-1244 S 790 西北西 23

学習センター 宇田町 21-25 24-4444 RC 135 西北西 23

城ヶ沢小学校 城ヶ沢字畑下丁塚1 24-1107 S 140 西北西 22

角違小中学校 城ヶ沢字流道14-60 24-4194 Ｗ 125 西 25

一里小屋､大室平､金谷沢､神山､
田ノ向 他

旧金谷沢小学校 奥内字金谷沢1-28 26-3116 Ｗ 60 西北西 13

奥内小学校 奥内字中野 40 26-2214 RC 365 西 10

旧中野沢小学校 中野沢字上山道 8-25 26-2213 S 250 西 9

近川中学校 奥内字江豚沢 1-2 26-2114 RC 345 西 10

関根小学校 関根字北関根100-1 25-2120 RC 345 北西 25
関根中学校 関根字北関根 133 25-2116 Ｗ 165 北西 25

川代､烏沢､新田 他 烏沢小学校 関根字安畑 49-1 25-2122 Ｗ 145 北西 27

  Ｓ ： 鉄骨造
  Ｗ ： 木　 造
    ＲＣ

構 造
位　　 置収容人

員（人）

（むつ市地域防災計画避難所一覧表）

資料２－５－１  むつ市避難所一覧

山田町､真砂町､文京町､並川町､
大平町､大湊新町､旭町､中央二丁
目､荒川町､松森町､落野沢、越葉沢
他

小川町一･二丁目、金谷一・二丁目､
中央一丁目､岩菜､緑ヶ丘､松山町､
十二林、美里町 他

南町､赤川町､南赤川町､松原町､
金曲二･三丁目､大曲一～三丁目､
内田､赤川ノ内並木

海老川町､仲町、緑町、下北町､
若松町、港町

新町、昭和町、金曲一丁目､
苫生町一・二丁目

名　　　　称 所　　在　　地 ＴＥＬ

本町､田名部町､柳町一～四丁目､
横迎町一･二丁目､上川町、栗山町、
女館､ 尻釜、宮後、樺山 ､赤坂､
土手内､斗南岡､最花､品ノ木 他

： 鉄筋コンクリート造

大湊浜町､大湊上町､川守町 他

   原子力災害時において避難所として最も適した施設 （ＥＰＺ内）

宇田町、桜木町､大湊町､宇曽利川
他

堺田､城ヶ沢､新城ヶ沢､泉沢､永下､
新之助､近沢、大川目、角違

南関根、名古､北関根､出戸､美付､
水川目､浜関根､清平､高梨 他

今泉､石蕨平､奥内､浜奥内､近川､
中野沢､二又､中野沢開拓 他

- 20 -











区　  　分 項　　　　　目 数 量 （ｔ） 区　  　分 項　　　　　目 数 量 （ｔ）

ま い わ し 3.6 ほ た て 貝 （ 種 苗 ） 150.9

か た く ち い わ し 0.5 ほたて貝（半成貝） 693.2

か つ お 0.1 ほ た て 貝 （ 成 貝 ） 3,361.4

ま ぐ ろ 0.2 ほ っ き 貝            -

か じ き 0.2 あ か が い 0.0

さ ば 10.8 あ わ び 0.8

ぶ り 7.7 そ の 他 9.2

た ら 9.8 す る め い か 300.1

す け と う た ら            - や り い か 24.5

さ め 0.6 そ の 他 の い か 1.0

た い 6.0 た こ 76.1

ま が れ い 1.2 か に 7.9

い し が れ い 11.3 う に 28.1

そ う は ち が れ い 0.2 な ま こ 98.5

ば ば が れ い 4.1 ほ や 20.2

こ ま が れ い 21.7 そ の 他 5.3

そ の 他 の か れ い 5.3 こ ん ぶ 20.3

ひ ら め 68.2 わ か め 1.1

ほ っ け 4.5 そ の 他 0.5

あ じ 0.9

さ ん ま 12.8

さ け 81.7

さ く ら ま す 7.1

か ら ふ と ま す 0.7

こ う な ご            -

そ い 5.9

あ い な め 9.2

う す め ば る 0.8

め ぬ け            -

き ん き ん            -

か な が ら し 0.0

そ の 他 93.9 合　　　　計 5,168.1

海  藻  類

（平成１４年 青森県海面漁業に関する調査結果書 属地調査年報）

魚      類

（平成１５年３月現在）

資料２－７－５　むつ市の魚種別漁獲数量

貝      類

その他の
水産生物
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北西 20 田名部 深 井 戸

(田名部１号)

北西 20 〃 深 井 戸

(田名部２号)

西北西 22 大 　平 深 井 戸

(大平１号)

西北西 22 〃 深 井 戸

(大平２号)

西北西 24 〃 表 流 水

(大荒川)

西北西 22 〃 表 流 水

(小荒川)

西北西 22 浜 　町 深 井 戸

西北西 26 永 　下 表 流 水

(永下川)

西北西 24 宇曽利川 表 流 水

(宇曽利川)

（むつ市公営企業局浄水課）

奥内・中野沢
地区簡易水道

金谷沢地区
簡 易 水 道

椛 山 地 区
簡 易 水 道

前 浜 地 区
簡 易 水 道

西

西北西

北西

北西

中野沢

給   水
地区名

水  源

資料２－７－６  むつ市の給水状況

取  水  地  点

区　　  分
方 位 距離 地区

現在給水
人口（人）

計画給水
人口（人）

年　 間
給水量
（㎥）

給水区域
 内 現 在
人口（人）

( １ ) の
地 域

( ２ ) の
地 域

( ３ ) の
地 域

(４)の地
域

( ５ ) の
地 域

( ６ ) の
地 域

( ７ ) の
地 域

高 梨 地 区
簡 易 水 道

水川目地区
簡 易 水 道

北西

北西

北西

金谷沢

椛　 山

9

13

22

水川目

25

25

26

22

関　 根

前　 浜

高　 梨

深 井 戸

1,332

162

87

68

深 井 戸

深 井 戸

深 井 戸 156 200

深 井 戸

深 井 戸

1,730 65,660

203 196 270 12,718

14,590

46,213 42,419 49,600 5,235,000

84

66

140

80

13,064

（平成１５年１２月現在）

上 水 道

10,744

2,100 2,022 2,793 181,288

伏 流 水

1,284
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(２)
むつ市大字奥内字浜平の一部、中道、中野、浜道の一部、坊主流、奥内、舘ノ下の一部、佐井ノ上の一部、渡
戸の一部、竹立の一部、栖立場の一部、姥沢の一部、江豚沢の一部、近川の一部

むつ市大字中野沢字大近川の一部、穴明窪の一部、小川の一部、上山道の一部、中田道の一部、浜田の一
部、畑沢野の一部

(１)
むつ市大湊町、桜木町、宇田町、川守町、大湊上町、大湊浜町、大湊新町、大平町、並川町、文京町、山田町、
旭町、真砂町、荒川町、松森町

むつ市大字城ケ沢字早川向の一部、永下、前田、永下道の一部、片平の－部、下前田、
狐森、山谷、新之助、田表、畑田表、早苅田、畑梨子平、梨子平、城ケ沢、畑下丁塚、下丁塚、袖越の一部、相
梨子の一部、中丁塚、上堺田、堺田、重星の一部、川向、トヤハ、狐畑、馬坂、早崎、一里越の一部、中道の一
部、泉沢道の一部、立山尻の一部、下道の一部、平田の一部、浜道の一部、小田の一部、馬張の一部、一盃川
の一部、大川迎の一部、羽立の一部、大川目の一部、松原の一部、川代の一部、砂川目の一部、梅ノ木、浜
田、門道、高田、角違、後道、下川迎、流道の一部、金神の一部、下田、丸山の－部、鶉択の一部、堂野沢の一
部、武士川の一部

むつ市大字大湊字宇曽利川村の一部、字曽利川村下、石橋の一部、大近川の一部、水上通ノ内薪取道の一
部、水上ノ内チエトリの一部、大惣沢の一部、大惣沢ノ内鹿石畑の一部、大川守の一部、西ノ平の一部、鷹待の
一部、大沢の一部、八森の一部、近川の一部、八森ノ内大久保の一部

むつ市大字大平字本町ヨリ浜町の一部、本町浜町通ノ内多賀道の一部

むつ市中央一丁目、中央二丁目、金谷一丁目、金谷二丁目、小川町一丁目、小川町二丁目、本町、田名部町、
柳町一丁目、柳町二丁目、柳町三丁目、柳町4丁目、栗山町、上川町、横迎町一丁目、横迎町二丁目、新町、海
老川町、緑町、昭和町、下北町、仲町、若松町、港町、松原町、南町、金曲一丁目、金曲二丁目、金曲三丁目、
赤川町、南赤川町、大曲一丁目、大曲二丁目、大曲三丁目、松山町、緑ケ丘、十二林、美里町、苫生町一丁目、
苫生町二丁目

むつ市大字田名部字落野沢の一部、高田の一部、杉ノ木の一部、二又川目の一部、後田の一部、松山の一
部、川向の一部、中通の一部、山道の一部、女舘、前田、槌川目、上川の一部、土手内の一部、下川、品ノ木、
内田の一部、赤川、赤川ノ内並木、下道の一部、上道の一部、三本松の一部、最花の一部、斗南岡の一部

(６)
むつ市大字関根字高梨川目の一部

(７)
むつ市大字関根字水川目の一部

(３)
むつ市大字奥内字金谷沢の一部

(４)
むつ市大宇田名部字宮ノ後の一部、下平の一部、北椛山、前川目、南椛山の一部

(５)
むつ市大字関根字新田川目の一部、烏沢の一部、前浜、安畑の一部、川代の一部、川代川目の一部、出戸川
目の一部、北関根の一部、北関根ノ内堂ノ後の一部、北関根ノ内袖角地の一部、北関根ノ内休場の一部、水川
目の一部、南関根の一部、名字の一部
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低
線
量
率
計

高
線
量
率
計

風
向
・
風
速

気
 
 
 
温

降
 
水
 
量

感
 
 
 
雨

積
 
雪
 
深

日
 
射
 
量

放
射
収
支
量

湿
 
 
 
度

大
気
安
定
度

小 田 野 沢 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 東通村小田野沢字浜通 78-10 モニタリングステーション

老 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　〃　　白糠字前田 44-163 モニタリングステーション

砂 子 又
＊ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　〃　　砂小又字沢内 5-35 モニタリングポスト

大平滝浄水場 ○ 　〃　　小田野沢字川代部屋井ノ沢山 1-2 モニタリングポイント

猿 ヶ 森 ○ 　〃　　猿ヶ森字尻労道 36-1 モニタリングポイント

目 名 ○ 　〃　　目名字向坂 68 モニタリングポイント

入 口 ○ 　〃　　野牛字釜ノ平 2 モニタリングポイント

尻 労 ○ 　〃　　尻労字高倉 43-8 モニタリングポイント

近 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ むつ市奥内字竹立 16-25 モニタリングステーション

一 里 小 屋 ○ 　〃　　田名部字赤川ノ内並木 73-4 モニタリングポイント

桜 木 町 ○ 　〃　　桜木町 19-1 モニタリングポイント

関 根 ○ 　〃　　関根字北関根 232-1 モニタリングポイント

横 浜 町有 畑 ○ 横浜町字苗代川目 14 モニタリングポイント

六 ヶ 所 泊 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 六ヶ所村泊字川原 159 モニタリングポスト

比較対照

（川内町）

① 空間放射線等の測定計画

（県実施分）

資料３－１－１　環境放射線等モニタリング実施内容

（＊ 平成１６年度から実施）

○ 川内町川内字中道 132 モニタリングポイント

む つ 市

中 道

積
 
算
 
線
 
量

気　　　　　　　 象

備          考

東 通 村

大気
浮遊
じん
中の
全β
放射
能

所        在        地市町村名 地    点    名

空間放射線量率
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（東北電力株式会社実施分）

低
線
量
率
計

高
線
量
率
計

風
向
・
風
速

気
 
 
 
温

降
 
水
 
量

感
 
 
 
雨

積
 
雪
 
深

日
 
射
 
量

放
射
収
支
量

湿
 
 
 
度

大
気
安
定
度

白 糠 ○ 東通村白糠字下馬坂 81-1 モニタリングポイント

上 田 代 ○ 　〃　　砂子又字大川目 25-1 モニタリングポイント

上 田 屋 ○ 　〃　　田屋字家ノ上 29-2 モニタリングポイント

蒲 野 沢 ○ 　〃　　蒲野沢字蒲野沢山 2-28 モニタリングポイント

む つ 市小 川 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ むつ市小川町二丁目 3-7 モニタリングポスト

横 浜 町林 ノ 脇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 横浜町字林ノ脇 79-48 モニタリングポスト

備          考

東 通 村

積
 
算
 
線
 
量

気　　　　　　　象

所        在        地市町村名 地    点    名

空間放射線量率 大気
浮遊
じん
中の
全β
放射
能
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採取頻度 採取時期

（回/年） （月） γ核種 ３Ｈ ９０Ｓｒ １３１Ｉ Ｐｕ

小田野沢 12 毎月（連続） ○ 東通村

老      部 12 毎月（連続） ○ 東通村

近      川 12 毎月（連続） ○ むつ市

12 毎月（連続） ○
1 3（連続） ○ ○

小老部側上流 2 4,10 ○ ○ 東通村

老      部 4 4,7,10,1 ○ ○ 東通村

砂  子  又 4 4,7,10,1 ○ ○ 東通村

一里小屋 4 4,7,10,1 ○ ○ むつ市

有      畑 4 4,7,10,1 ○ ○ 横浜町

浜  奥  内 2 7,1 ○ ○ むつ市

有      畑 2 7,1 ○ ○ 横浜町

周辺監視区域境界付近 1 7 ○ ○ 東通村

小田野沢 1 7 ○ ○ 東通村

中道（比較対照） 1 7 ○ ○ 川内町

老      部 1 収穫期 ○ ○ 東通村

奥      内 1 収穫期 ○ ○ むつ市

バレイショ 有      畑 1 収穫期 ○ ○ 横浜町

向      野 1 収穫期 ○ ○ 東通村

泊 1 収穫期 ○ ○ 六ヶ所村

ハ ク サ イ上  田  屋 1 収穫期 ○ ○ ○ 東通村

ア ブ ラ ナ大  豆  田 1 収穫期 ○ ○ ○ 横浜町

豊      栄 4 4,7,10,1 ○ ○ ○ 東通村

東      栄 4 4,7,10,1 ○ ○ ○ 東通村

野      牛 1 1 ○ ○ 東通村

小田野沢 1 収穫期 ○ ○ 東通村

野      牛 1 収穫期 ○ 東通村

小田野沢 2 5,11 ○ ○ 東通村

袰      川（比較対照） 2 5,11 ○ ○ 川内町

農
 
 
畜
 
 
産
 
 
物

表                         土

松　　　　　葉

精         米

ダ イ コ ン
野
 
 
菜

水　　　　　道　　　　　水

井　　　　　戸　　　　　水

大　気　浮　遊　じ　ん

砂  子  又降　　　　　下　　　　　物

河　　　　　川　　　　　水

牧　　　　　草

指標
生物

② 環境試料の測定計画

（県実施分）

市町村

牛　　　　　肉

測　　定　　対　　象 採　取　地　点　名
測          定          項          目

牛　　　　　乳

陸
 
 
 
 
 
上
 
 
 
 
 
試
 
 
 
 
 
料

東通村
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採取頻度 採取時期

（回/年） （月） γ核種 ３Ｈ ９０Ｓｒ １３１Ｉ Ｐｕ

放水口付近 2 7,1 ○ ○ 東通村
放水口沖北約2km地点 2 7,1 ○ ○ 東通村
放水口沖南約2km地点 2 7,1 ○ ○ 東通村
放水口付近 1 7 ○ ○ 東通村
放水口沖北約2km地点 1 7 ○ ○ 東通村
放水口沖南約2km地点 1 7 ○ ○ 東通村

ヒ ラ メ 六ヶ所村前面海域 1 漁期 ○ ○ 六ヶ所村

カ レ イ東通村太平洋側海域 1 漁期 ○ ○ 東通村

ウスメバル東通村太平洋側海域 1 漁期 ○ ○ 東通村

コ ウ ナ ゴ東通村太平洋側海域 1 漁期 ○ ○ 東通村

ア ワ ビ小田野沢沖 1 漁期 ○ ○ ○ 東通村

ホ タ テ横浜町前面海域 1 漁期 ○ ○ ○ 横浜町
放水口付近 1 漁期 ○ ○ ○ ○ 東通村
老  部  沖 1 漁期 ○ ○ ○ ○ 東通村

その他タ コ 小田野沢沖 1 漁期 ○ ○ 東通村

ムラサキガイ 小田野沢 2 7,1 ○ ○ ○ 東通村指 標 生 物

海
 
 
 
洋
 
 
 
試
 
 
 
料

海　　　　　　　　水

海　　　底　　　土

コ ン ブ

魚 類

貝 類

海藻類

海
 
産
 
食
 
品

採　取　地　点　名測　　定　　対　　象 市町村
測          定          項          目
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採取頻度 採取時期

（回/年度） （月） γ核種 ３Ｈ ９０Ｓｒ １３１Ｉ Ｐｕ

周辺監視区域境界付近（西側）＊ 12 毎月（連続） ○ 東通村

周辺監視区域境界付近（南側）＊ 12 毎月（連続） ○ 東通村

12 毎月（連続） ○
1 3（連続） ○

小田野沢 4 4,7,10,1 ○ ○ 東通村
近　　  川 4 4,7,10,1 ○ ○ むつ市
泊 4 4,7,10,1 ○ ○ 六ヶ所村
白　　  糠 2 7,1 ○ ○ 東通村
敷地境界付近 1 7 ○ 東通村
老      部 1 7 ○ 東通村
小田野沢 1 収穫期 ○ ○ 東通村
大　豆　田 1 収穫期 ○ ○ 横浜町

バレイショ 白      糠 1 収穫期 ○ ○ 東通村
ダ イ コ ン近      川 1 収穫期 ○ ○ むつ市
キ ャ ベ ツ砂　子　又 1 収穫期 ○ ○ ○ 東通村
ハ ク サ イ今      泉 1 収穫期 ○ ○ ○ むつ市

金　谷　沢 4 4,7,10,1 ○ ○ ○ むつ市
鶏      沢 4 4,7,10,1 ○ ○ ○ 横浜町
金  谷　沢 2 収穫期 ○ むつ市
老      部 2 5,11 ○ ○ ○ 東通村
大  豆　田 2 5,11 ○ ○ 横浜町
放水口付近 4 4,7,10,1 ○ ○ 東通村
放水口沖 4 4,7,10,1 ○ ○ 東通村
放水口付近 1 7 ○ 東通村
放水口沖 1 7 ○ 東通村

ヒ ラ メ 東通村太平洋側海域 1 漁期 ○ ○ 東通村
ア イ ナ メ 東通村太平洋側海域 1 漁期 ○ ○ 東通村

貝 類 ホ タ テ浜奥内沖 1 漁期 ○ ○ むつ市
放水口付近 1 漁期 ○ ○ ○ 東通村
小田野沢沖 1 漁期 ○ ○ ○ 東通村

その他ウ ニ小田野沢沖 1 漁期 ○ ○ 東通村
チ ソ ガ イ白　　  糠 2 4,10 ○ ○ 東通村

（＊ 平成１６年度から実施）

指標
生物

松　　　　　葉

測          定          項          目
市町村

周辺監視境界付近

大　気　浮　遊　じ　ん

東通村降　　　　　下　　　　　物

採　取　地　点　名

海
 
洋
 
試
 
料

海
産
食
品

魚 類

海藻類

指標生物

海　　　　　 　　　　水

海　　　　底　　　　土

コ ン ブ

牧　　　　　草

農
　
畜
　
産
　
物

精　　　　　米

野
　
菜

牛　　　　　乳

（東北電力株式会社実施分）

測　　定　　対　　象

陸
 
 
 
上
 
 
 
試
 
 
 
料

水　　　　　道　　　　　水

表　　　　　　　　土

井　　　　　戸　　　　　水
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

平　均　風　速 6.0 6.2 5.4 4.5 5.3 5.1 7.2 7.3 5.4 6.9 5.4 6.6 5.9

最　高　風　速 21.7 21.0 20.7 24.9 26.0 17.3 26.0 21.2 18.9 21.7 18.6 26.2 26.2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

平　均　風　速 2.2 2.3 1.9 1.6 1.8 1.8 2.3 2.7 2.3 2.4 2.0 2.5 2.2

最　高　風　速 7.3 8.9 7.4 8.4 6.1 6.3 8.7 8.7 6.5 7.7 7.3 7.8 8.9

２００２年度（１０ｍ）

                  月
 項目

２００２年 ２００３年
全期間

資料３－２－１ 気象観測結果

全期間
                  月
 項目

２００２年 ２００３年

① 月別平均・最高風速（ｍ／ｓ）

２００２年度（１００ｍ）
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② 気温統計

２００２年度

2002
年
4

5 6 7 8 9 10 11 12

2003
年
1

2 3

欠 測 時 間 （ ｈ ） 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 11.0 10.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 34.0

月 別 平 均 気 温 （ ℃ ） 9.2 11.9 14.2 18.5 19.5 17.5 12.7 4.1 -0.7 -1.5 -1.3 1.3 8.8

月別時間最高気温（℃） 21.6 21.4 29.7 27.9 29.6 30.6 24.8 14.7 11.0 6.3 7.1 13.2 30.6

月別時間最低気温（℃） -0.1 2.9 6.8 13.0 12.9 8.5 3.0 -3.2 -9.2 -10.5 -8.6 -6.3 -10.5

月別日最高気温（℃ ） 14.8 16.0 20.9 23.8 24.7 24.1 20.5 9.8 6.0 2.9 3.5 5.3 24.7

月別日最低気温（℃ ） 4.8 8.8 11.1 14.3 16.0 12.5 5.9 -0.4 -7.3 -4.8 -4.1 -3.9 -7.3

                        月
 項目

２００２年 ２００３年
全期間
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③ 降雨統計

２００２年度

2002年
4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003年
1 2 3

欠 測 時 間 （ h ） 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 11.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 33.0

月 間 降 雨 量 （ mm ） 35.0 141.5 110.0 252.0 359.0 160.0 246.0 132.0 56.0 80.5 36.0 64.5 1672.5

月間最大時間降雨量（mm/h） 2.5 7.5 10.5 19.0 30.5 10.5 22.0 12.0 5.5 6.0 4.0 3.0 30.5

月間最大日降雨量（mm/d ） 9.5 54.5 45.0 114.5 108.5 54.0 44.5 44.0 33.0 33.0 6.0 24.5 114.5

月 間 降 雨 時 間 （ h ） 32.0 96.0 62.0 109.0 162.0 83.0 112.0 90.0 35.0 57.0 36.0 59.0 933.0

降雨時平均降雨率（mm/h ） 1.1 1.5 1.8 2.3 2.2 1.9 2.2 1.5 1.6 1.4 1.0 1.1 1.6

平 均 降 雨 率 （ mm/h ） 0.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

全期間
                          　　   月
　項目

２００２年 ２００３年
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月間降雨量及び降雨時間

0
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400

2002年
4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003年
1 2 3

月

降雨量(mm)
降雨時間(h)

月間降雨量(mm)

月間降雨時間(h)

月別平均・最高・最低気温

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2002年
4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003年
1 2 3

月

気温(℃)

月別時間最高気温(℃)

月別日最高気温(℃)

月別平均気温(℃)

月別日最低気温(℃)

月別時間最低気温(℃)
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資料４－１ 県保有の主な防災活動資機材

県 県警察 消防機関六ヶ所村

（
原
子
力
セ
ン
タ
ー
他

）

（
野
辺
地
警
察
署
他

）

（
六
ヶ
所
消
防
署
他

）

防護服（布製） 着 161 252 93 30 536

防護服（ＥＶＡ製） 着 136 252 193 30 611

防護服（不織布製） 着 288 288

防護服（空気呼吸器内蔵型） 着 36 36

防護帽 個 121 121

防護靴（ゴム長靴） 足 161 252 93 30 536

オーバーシューズ（ヒモ付） 足 161 504 146 30 841

防護マスク（全面マスク） 個 161 252 93 30 536

マスク用フィルター（ダスト・ヨウ素用） 組 161 252 93 30 536

手袋（ゴム製） 打 85 93 30 208

手袋（綿製） 打 90 64 93 30 277

手袋（ネオプレーン） 双 252 252

警報付ポケット線量計 個 82 252 84 22 440

中性子線ポッケト線量計 個 45 98 30 173

ＧＭ管式サーベイメータ 台 4 4 5 13

ＺｎＳシンチレーションサーベイメータ 台 3 2 5

電離箱式サーベイメータ 台 3 5 1 9

ＮａＩシンチレーションサーベイメータ 台 3 1 4

中性子サーベイメータ 台 2 2 4

ポケットサーベイメータ 台 30 4 34

救助用担架（四つ折式） 個 10 10

ヘルメット 個 55 55

消防無線機 台 24 24

無線機 組 10 3 13

※ むつ市においては、平成１５年度以降配備予定

（平成１５年４月現在）

保　　管　　場　　所

合
計

資
　
機
　
材
　
区
　
分

単
　
　
　
　
　
　
　
位
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(平成１５年４月現在）

保         管         場         所
保      管      責      任      者
機               器               名 個      数 備           考

ＧＭ管式サーベイメーター 2 β 線用
電離箱式サーベイメーター 1 γ 線用
シンチレーションサーベイメーター 13 γ 線用
シンチレーションサーベイメーター 2 α 線用
ハンドフットクロスモニタ 1
ホールボディカウンタ 1
ポケット線量計荷電器 1
アラーム付ポケット線量計 29
ポケット線量計用読取ソフト 1
ポケット線量計用赤外線アダプター 1
不織布製防護服 54
綿手袋 8 ダース
ゴム手袋 8 ダース
除染用ベッド 1
診察机 1
椅子 2 診察用・患者用各１
診察衣 7
放射性塵埃除去装置 1
緊急時医療用エマージェンシーキット 1
除染キット 3
室内固体廃棄物容器 2
室内廃液容器 1
カートンボックス用ポリ袋 10
足カバー 22
マスキングテープ 2 施設養生用
レガテープ 2 施設養生用
エプコシート 2 施設養生用
エステクトシート 20 施設養生用
カートンボックス 18
放射性廃液容器用ポリ瓶 18
レガ防塵マット 4
ロッカー 1
棚 4
保管庫 11

保         管         場         所
保      管      責      任      者
機               器               名 個      数 備           考

ＧＭ管式サーベイメーター 2 β 線用
シンチレーションサーベイメーター 2 α 線用
アラーム付ポケット線量計 10
ポケット線量計用読取ソフト 2
ポケット線量計用赤外線アダプター 2
緊急時医療用エマージェンシーキット 2

弘    前    保    健    所    長

青      森      保      健      所
青    森    保    健    所    長

資料４－２　施設別緊急被ばく医療関係資機材整備状況

弘      前      保      健      所
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保管場所
保管責任者

個      数 備           考
ＧＭ管式サーベイメーター 1 β 線用
シンチレーションサーベイメーター 1 α 線用
アラーム付ポケット線量計 5
ポケット線量計用読取ソフト 1
ポケット線量計用赤外線アダプター 1
緊急時医療用エマージェンシーキット 1

保         管         場         所
保      管      責      任      者
機               器               名 個      数 備           考

ＧＭ管式サーベイメーター 1 β 線用
シンチレーションサーベイメーター 1 α 線用
アラーム付ポケット線量計 5
ポケット線量計用読取ソフト 1
ポケット線量計用赤外線アダプター 1
緊急時医療用エマージェンシーキット 1

保         管         場         所
保      管      責      任      者
機               器               名 個      数 備           考

ＧＭ管式サーベイメーター 2 β 線用
シンチレーションサーベイメーター 2 α 線用
アラーム付ポケット線量計 10
ポケット線量計用読取ソフト 2
ポケット線量計用赤外線アダプター 2
緊急時医療用エマージェンシーキット 2

保         管         場         所
保      管      責      任      者
機               器               名 個      数 備           考

ＧＭ管式サーベイメーター 1 β 線用
シンチレーションサーベイメーター 1 α 線用
アラーム付ポケット線量計 5
ポケット線量計用読取ソフト 1
ポケット線量計用赤外線アダプター 1
緊急時医療用エマージェンシーキット 1

む     つ    保    健    所    長

五   所   川   原   保   健   所
五  所  川  原  保  健  所  長

上    十    三    保    健    所
上   十   三   保   健   所   長

八      戸      保      健      所
八    戸    保    健    所    長

む      つ      保      健      所
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保         管         場         所
保      管      責      任      者
機               器               名 個      数 備           考

ＧＭ管式サーベイメーター 3 β 線用
シンチレーションサーベイメーター 3 γ 線用
シンチレーションサーベイメーター 3 α 線用
傷モニタ 1
アラーム付ポケット線量計 20
ポケット線量計用読取ソフト 1
ポケット線量計用赤外線アダプター 2
移動式除染洗面台 3
コンパクトクリーナー 1
放射性排出物等保管用大型冷凍庫 1
放射線防護用プロテクタ 20
薬品保管庫 1
被ばく線量評価パソコン 1
除染キット 3
カートンボックス用ポリ袋 1
カートンボックス 1
温度計付保管庫 1

保         管         場         所
保      管      責      任      者
機               器               名 個      数 備           考

ＧＭ管式サーベイメーター 3 β 線用
シンチレーションサーベイメーター 3 γ 線用
シンチレーションサーベイメーター 3 α 線用
ハンドフットクロスモニタ 1
傷モニタ 1
ホールボディカウンタ 1
アラーム付ポケット線量計 20
ポケット線量計用読取ソフト 1
ポケット線量計用赤外線アダプター 2
移動式除染洗面台 3
コンパクトクリーナー 1
放射性排出物等保管用大型冷凍庫 1
放射線防護用プロテクタ 20
薬品保管庫 1
エアリブハウス 1
遮蔽ついたて 4
患者モニター装置 1
被ばく線量評価パソコン 1
除染キット 3
カートンボックス用ポリ袋 1
カートンボックス 1
手洗い評価ボックス 2

青   森   県   立   中   央   病   院
青  森  県  立  中  央  病  院  長

八   戸   市   立   市   民   病   院
八  戸  市  立  市  民  病  院  長
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保         管         場         所
保      管      責      任      者
機               器               名 個      数 備           考

直読型ポケット線量計 66
ポケット線量計荷電器 8
アラーム付ポケット線量計 106
不織布防護服 66
布製防護服 80
防護マスク 50
マスク用フィルター 100
マスク（半面）吸収缶付 40
マスク用フィルター（半面） 80
防護靴 66
綿手袋 23 ダース
ゴム手袋 22 ダース
オーバーシューズ 172
ＧＭ管式サーベイメーター 18 β 線用
電離箱式サーベイメーター 1 γ 線用
シンチレーションサーベイメーター 5 γ 線用
シンチレーションサーベイメーター 18 α 線用
簡易型体表面モニター 3 α／β 用
移動式除染洗面台 5
防災用温水ｼｬﾜｰ付ﾃﾝﾄ 1
除染用ベッド 1
診察机 1
椅子（診察用・患者用各１） 1
検診衣 570
下着 572
タオル 570
サンダル 570
防寒具 66
着衣（上下） 570 住民の着替用
エアリブハウス 1
除染キット 15
廃棄物用ドラム缶 40
室内固体廃棄物容器 2
室内廃液容器 1
採便管 2
採尿管 2
ブラシ 12
ダスキャッチ 20
酸化チタンペースト 42
ＲＩクリーナ（Ａ） 6
ＲＩクリーナ（Ｂ） 6
防塵マスク 1,000
クリーンキャップ 350
シャンプー 5
更衣室用カーテン 1
ドラムポーター 8

青森県原子力センター（第一次除染施設）

青森県原子力センター長（健康医療課長）
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カートンボックス用ポリ袋 9
レガテープ 1 施設養生用
エステクトシート 2 施設養生用
腕カバー 4
汚染水吸水シート 1,000
簡易汚染防護パック 20
ヨウ化カリウム丸薬 230,000
ヨウ素剤配布薬袋 12,000
ヨウソ剤配布説明書 12,000
ロッカー 1
棚 4
保管庫 1
物置（レンタル） 2
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電話・ＦＡＸ（県整備）

電話・ＦＡＸ、テレビ会議システム等（国整備）

電話・ＦＡＸ（東北電力（株）整備）

 資料４－３　専用回線網整備状況

青森県警察
環境保健センター

東通村

原子力安全対策課

健康医療課

青森県

災害対策本部

むつ市

総務課

横浜町

原子力対策課

健康福祉政策課

原子力センター

総務企画課

八戸海上保安部

警備救難課

六ヶ所村

防災環境課

国

（仮称）東通オフサイトセンター

東北電力（株）

災害対策課

むつ警察署

野辺地警察署

消防本部

東通南消防分署

消防本部

六ヶ所消防署

下北地域広域行政事務組合

北部上北広域事務組合
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資料５－１ 国の派遣専門員

① 専門家  （平成１５年１２月現在）

原子力施設の災害の場合に派遣する共通の専門家

職　                                       　　　　名 専門又は任務 所在地

放射線医学総合研究所第４研究グループ総合研究者 放射線防護 千葉県

　　　　　　　〃　　　　　　 人間環境研究部主任研究官 〃 〃

　　　　　　　〃　　　　　　那珂港放射生態学研究センター第３研究室長 〃 〃

国立公衆衛生院放射線衛生学部環境放射線研究室長 〃 東京都

独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所海洋生産部 〃 神奈川県

海洋放射能研究室長

独立行政法人農業環境技術研究所環境科学分析センター 〃 茨城県

放射性同位体分析研究室長

日本原子力研究所東海研究所保健物理部長 〃 〃

　　　　　〃　　　　　 安全試験研究センター原子炉安全工学部次長 原子力工学 〃

核燃料サイクル開発機構東海事業所安全管理部安全対策課長 放射線防護 〃

　　　　　　　〃　　　　　　　 大洗工学センター安全管理部安全対策課長 〃 〃

職　                                       　　　　名 専門又は任務 所在地

日本原子力研究所東海研究所燃料サイクル安全工学部 核燃料工学 茨城県

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　プロセス安全工学研究室長

　　　　　　〃　　　　　大洗研究所管理部プルトニウム技術開発室長 〃 〃

核燃料サイクル開発機構東海事業所再処理センター技術部管理課長 〃 〃

　　　　　　〃　　　　　　　　プルトニウム燃料センター技術部核物質管理室長 〃 〃

事業所外運搬時の災害の場合に派遣する専門家

職　                                       　　　　名 専門又は任務 所在地

核燃料サイクル開発機構広報部次長 輸送容器の設計・構造 茨城県

　　　　　　　〃　　　　　　　 東海事業所再処理センター技術部次長 〃 〃

　　　　　　　〃　　　　　　　 東海事業所再処理センター技術部管理課チームリーダー 〃 〃

日本原子力研究所東海研究所保安管理室輸送対策班班長 〃 〃

　　　　　    〃　 　  燃料サイクル安全工学部燃料サイクル安全評価研究室長・次長 〃 〃

（財）原子力安全技術センター環境安全部参事 〃 東京都

独立行政法人消防研究所基盤研究部特殊火災研究グループ長 〃 東京都

放射線医学総合研究所技術安全部放射線安全課長 放射線管理 千葉県

日本原子力研究所東海研究所保健物理部施設放射線管理第２課長 〃 茨城県

核燃料サイクル開発機構東海事業所安全管理部放射線管理第２課長 〃 〃

日本原子力研究所東海研究所保健物理部次長 被ばく評価 茨城県

放射線医学総合研究所内部被ばく・防護研究部第１研究室長 〃 千葉県

核燃料サイクル開発機構東海事業所安全管理部部長 〃 茨城県

独立行政法人海上技術安全研究所材料加工部室長
船舶及び海上輸送に係る
輸送容器の設計・構造

東京都

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　 　 原子力技術部室長 〃 〃

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　  安全性研究室長 〃 〃

（安全規制担当省庁が必要に応じて以下の専門家から派遣するものを決める。）

原子力発電所、試験研究炉等以外のその他施設の災害の場合に派遣する専門家
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氏　　　名 所　属　・　役　職 組 織 内 担 当 所 在 地
松浦祥次郎 原子力安全委員会 委員長 共     通 東 京 都
松原　純子 原子力安全委員会 委員長代理 共     通 東 京 都
飛岡　利明 原子力安全委員会 委員 共     通 東 京 都
鈴木　篤之 原子力安全委員会 委員 共     通 東 京 都
東    邦夫 原子力安全委員会 委員 共     通 東 京 都

緊急事態応急対策調査委員（３７名）
所　属　・　役　職 組織内担当 所 在 地

飯田  敏行 大阪大学大学院工学研究科 教授 放射線計測 大 阪 府
澤村  貞史 北海道大学大学院工学研究科 教授 放射線計測 北 海 道
中村  尚司 東北大学名誉教授、東北大学ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ･ﾗｼﾞｵｱｲｿ

ﾄｰﾌﾟ研究教授
放射線計測 東 京 都

樋口  英雄 (財)日本分析センター 理事 放射線計測 千 葉 県
藤元  憲三 放射線医学総合研究所緊急被ばく医療研究セ

ンター長
放射線計測 千 葉 県

星    正治 広島大学原爆放射線医科学研究所 教授 放射線計測 広 島 県
的場    優 九州大学大学院工学研究院 教授 放射線計測 福 岡 県
森内    茂 (財)原子力安全技術センター 特任参事 放射線計測 茨 城 県
茅野  政道 日本原子力研究所東海研究所環境科学研究部

陸域環境研究グループリーダー
環境影響 茨 城 県

成田    脩 日本原子力研究所 研究情報部長 環境影響 茨 城 県
松尾　多盛 (財)原子力安全技術センター 理事 環境影響 東 京 都

圓尾　好宏
核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術セン
ター 安全管理課長

環境影響 岡 山 県

明石  真言 放射線医学総合研究所緊急被ばく医療研究セ
ンター 被ばく医療部長

放射線被ばく 千 葉 県

佐々木康人 放射線医学総合研究所 理事長 放射線被ばく 東 京 都
鈴木    元 放射線影響研究所 臨床研究部長 放射線被ばく 広 島 県
邉見    弘 国立病院東京災害医療センター 院長 放射線被ばく 東 京 都
山口  恭弘 日本原子力研究所東海研究所保健物理部 外部

被ばく防護研究室長
放射線被ばく 茨 城 県

山下　俊一 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科附属原爆
後障害医療研究施設教授

放射線被ばく 長 崎 県

相澤  清人 核燃料サイクル開発機構 特別技術参与 施設共通 茨 城 県
早田  邦久 日本原子力研究所 理事 施設共通 茨 城 県
板倉  治成 (財)原子力環境整備促進・資金管理センター

理事長
軽 水 炉 神奈川県

神田  啓治 エネルギー政策研究所長 軽水炉,研究炉,再処理
施設,使用･加工施設

大 阪 府

菊地  義弘 広島大学大学院工学研究科 教授 軽 水 炉 広 島 県
工藤  和彦 九州大学大学院工学研究院 教授 軽 水 炉 福 岡 県
近藤  達男 東北大学大学院工学研究科 客員教授 軽 水 炉 茨 城 県
戸田　三朗 日本原子力産業会議東北原子力懇談会参与 軽 水 炉 宮 城 県
佐々木康夫 日本原子力発電(株) 顧問 軽 水 炉 千 葉 県
島津洋一郎 北海道大学大学院工学研究科 教授 軽 水 炉 北 海 道
佃    由晃 独立行政法人原子力安全基盤機構特任参事 軽 水 炉 神奈川県
藤城  俊夫 (財)高度情報科学技術研究機構 専務理事 軽 水 炉 茨 城 県
川崎    稔 (財)放射線利用振興協会 技術相談役 研 究 炉 茨 城 県
金盛　正至 核燃料サイクル開発機構プルトニウム燃料セ

ンター技術部長
使用施設、廃棄施設 茨 城 県

藤根  幸雄 日本原子力研究所東海研究所安全性試験研究
センター 燃料サイクル安全工学部長

再処理施設,使用
･加工施設

茨 城 県

田中    貢 日本原子力研究所 むつ事業所長 廃棄施設 青 森 県
山中　伸介 大阪大学大学院工学研究科 教授 加工･使用施設 大 阪 府
北村  隆文 核燃料サイクル開発機構国際・核物質管理部

核物質管理課長
輸    送 茨 城 県

中込　良廣 京都大学原子炉実験所 教授 輸    送 大 阪 府

原子力安全委員会委員（５名）

② 原子力安全委員会緊急技術助言組織構成員一覧（平成１５年１２月１日現在）
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③ 緊急時モニタリング要員及び機材

組　　　　　織
1． 200 台
２． 5 台
３． 13 台

① ４． 8 台
ＴＥＬ ５． 13 台

０２９－２６４－２６８１ ② 環境影響評価（環境影響評価） ６． 2 台
ＦＡＸ ③ ７． 1 台

０２９－２６４－２６８０ ８． 2 台
④ ９． 4 台

⑤

⑥

⑦

⑧

１． 10 台
１８名

・ チームリーダー 2 台
・ サブリーダー 2 台

ＴＥＬ ・ 測定係 2 台
０４３－２０６－３０４０ ・ 試料採取係 2 台
０４３－２０６－６２７５ ・ 記録係 2 台

ＦＡＸ ・ 連絡係 ２． 3 台
０４３－２５６－９６１６ ３． 3 台
０４３－２０６－４０９９ ４． 3 台

５． 3 台
６． 1 台

④ 緊急被ばく医療実施体制現地派遣チーム

放射線医学総合研究
所
緊急時用

要　　　　　　　　　　員
核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所

約２０名
（支援機能）

輸送（輸送安全解析、輸送計画の立案評
価等）

環境モニタリング（環境モニタリング計画
案、実施、データ評価等）

核燃料工学分野（核燃料加工施設、再処
理施設における事故事象情報の分析、評
価、進展予測等）

原子炉工学分野（原子炉施設における事
故事象情報の分析、評価、進展予測等）

緊急時モニタリングチーム構成

体表面測定車

ロボット

（平成１５年１２月現在）

原子力緊急時支援 ・
研修センター緊急時用

現場指導者
-

放射線管理（放射線管理計画の立案、実
施、解析）

ホールボディカウンタ車

臨界・遮へい安全評価（臨界・遮へい計
算、評価、解析）

機　　　　　　　　　材
サーベイメータ
モニタリングカー
集じん器
ヨウ素サンプラ
カウンタ

サーベイメータ

ＧＭサーベイメータ
Ｎａｌシンチレーションサーベイメータ

電離箱式サーベイメータ

内訳

中性子線用サーベイメータ
α線用サーベイメータ

放射線防護・安全部放射線安全課放射線安全企画係長

担　　　　　当
チームリーダー
計     測     班

緊急被ばく医療研究センター被ばく医療部被ばく診療室研究員
重粒子医科学センター病院看護課総看護師長

臨     床     班
臨     床     班

放射線安全班

可搬型βダストモニタ
集じん器
可搬型Ｇｅ半導体検出器

可搬型エリアモニタ
可搬型αダストモニタ

放射線安全班

職 名
緊急被ばく医療研究センター長
緊急被ばく医療研究センター線量評価研究部物理線量研究室主任研究員
緊急被ばく医療研究センター線量評価研究部計測技術技術開発室長
緊急被ばく医療研究センター被ばく医療部長

計     測     班
臨     床     班

放射線防護・安全部放射線安全課長
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